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どんな図形の面積も

早く キモト・う°ラニは、任意

正確にの白色図形を黒い台紙の上

簡単に紫壼圖蕊里薑簿
学的に円筒軸方向に走査しますと、白い図

形部分のみが反射光となって光電管に受光

されます。その図形走査時間を、エレクト

ロニク・カウンターで累積することによっ

て、図形の面穣を平方センチメートルで表

示する高精度のデジタル面積測定機です。

キモト・プラニは、機織部、独立同期電源

部および、カウンター部分よりなっており

ます。

本機は地図、地質調査、土木、建築、農業

土地利用、森林調査等各部門に広く活用で

きます。

キモト･~Zラニ

株式会社きちと

1 キモト･別ラー

本社東京都新宿区新宿2-13TEL354-0361"
大阪営業所大阪市南区上本町4-613-3TEL763-0891"

一

臺蒻完計量単位換算表熱譲2編
土地や家屋の台帳に記載されている計量単位を，メートル法に書き換えることは大変な労力と時
間を要する。本書は，この問題をきわめて簡単・明瞭な表に示すことによって迅速かつ正確に行なえ
るようにした至便な計蹴表である。なお,本表を利用して坪単価・'1f単価の相互換算も可能であるo

本書の特色1．土地と建物の計量単位並びに単価の相互換算が正確・迅述にできるよう，実務に則して編集
した。2．間．1np坪・㎡，尺・間，尺onlD尺2．坪，尺2．㎡，町反畝歩・ha,a,㎡，並びに坪単価・㎡単価
などの相互換算が正確・容易にできる。3．すべての被換算数をⅣとしてまとめ表の最左列に登戦する一括表
示方式を採用したので，表が見易くむだがない。4．ポケット判としたので，現場作業や携行に至便である。
5．細身の活字を使っているので，きわめて見易い。

＜内容＞1．本書の説明と使用法2．｜淵。Xnl坪．Ingの相互換算3.尺・間，尺。]n9尺2.坪，尺2．
In2の相互換算4．町反畝歩・haam2の相互換算5.付表（等価対比表，計量単位換算表など）
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改訂林業¥1,000．森林防災学¥1,200.製材と木工¥1,600.木材の乾燥¥1,200.
木材の接着と接着剤¥1,200. 塗装のデザインと技術¥1,800. 合板の製造¥1,500.
ファイバーボード・パーテイクルボード¥1,300.木材の保存（近刊）集成材¥1,000.
特殊合板￥1,400.ファイバーボード・パーテイクルボードの加工予￥1,500.木材
物理￥1,000.製材技術者必携￥750.製材鋸の実地目立法¥700.これからの鋸
目立技術￥300.有用木材とその用途¥200.[メートル法による〕立木材積表¥250.
丸太材積表¥400.素材・製材材積表¥300.[尺貫法・メートル法対照〕立木幹材材積表
￥400.〔尺貫法による〕丸太製材材積表￥350.

．好評発売中・目録呈。

10’驚京瞥千隣唱神W小』I1W31'9森北出版

’

I



、

予 約受付開始1970年版
定価

180円

会員特価

150円
送料35円

(20冊以上
無料）

枕|業 帳手
刈
一
罫
翻

10月31日申込承は鯖早めに配本10月20日より

ポケット型,鉛筆2紐つき，表紙デラクール

冒頭に見やすい年間予定表，7曜表，日記は灘きよく，使いや

すく，メモ欄も広い，旧腫，日出，日入時刻，歴史年表抄，民
俗行事等

(統計）世界及び日本の各種林業統計多数
(技纐主な樹種学名，林地肥培；殺虫剤等林業人にとって股
も必要な各技術資料網羅
中央諸官庁,林野厳関係機関,都道府県林業関係部課,都道府
県林業試験・指導機鋤大学，中央林業団体，全国主要宿泊所
等の所在地・電話・郵便番景，国立国定公園，自然休蕊林，全

国電話局番，生年早見表等，日常生活に便利な資料豊富，住所
録等為

資料欄《
〆

付録

！
課日本林業技術協会
東京都千代田区六番町7

郵便番号102,電話（261）5281
振替東京60448番
取引銀行三菱銀行麹町支店

、
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映 画
監督村山英治

徳永瑞夫

撮影加藤和郎

小野春夫

三木稔

小山田宗徳

脚本

音楽

解説

伸びゆく
国有林

一
一

35mm16mmカラ5－巻

文部省選定

教育映画コンクール銀賞

優秀映画鑑鐵会推せん

監修林野庁企画製作日本林業技術協会

戦後20年余にわたる国有林の近代化の歩承

を中心に国民に比較的に知られていない真の

姿をはじめてあきらかにしたもの－．

プﾘﾝﾄ頒価撫"70浦円
ご都合によっては貸出しもいたします。

１
１

社団
法人 日本林業技術協会

千代田区六番町7
TEL261-5281
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表紙写真

第16回林業写真

コンクール佳作

「割り目」

福岡県中間市

伊室章臣
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山 もちとその経営

田中重五

（林業信用基金・理事長）

少し前のことであるが，群馬県のある在の百姓が筆者のところへ来て，次のように語

,った。この百姓は3町歩ばかりの畑と，スギ，ヒノキの植林地16町歩ほどを持っている。

「今年はコンニャクやマユの相場が非常によかったので山の木を切らずにすゑました」

つまりコンニャクの栽培や養蚕の収入で生計費や再生産費が間に合う限りは山にはで

きるだけ手をつけないという考え方である。

山に対するこの百姓のこういう取り扱い方は，林業経営についてのいろいろな問題を

示唆していると思うが，この場合，この百姓が|~山の木を切らずにすゑました」といっ

て喜んでいる最も大きな理由は「造林せずにすませた」ということである。もし造林し

なければならないとすれば，それに必要な人手の手配の見通しは，今のところとても立

たないし，高い賃金のことも考えると「その苦労をせずにすませて助かった」というこ

‘とになる。

またこの6月，7月に中部，近畿地方を回った際，伐木，製材業者の多くから，こも

ごも訴えられたことは，山もちが木を売ってくれないということであった。売ってくれ

ないという言葉の裏には「売れる木はあるのに」という嘆きが秘められているように思

う。この場合，業者の推測では，山もちほ支出に必要な限度でしか切らないからという

ことであった。

林業労働力の減少はいうまでもなく，わが国の高度経済成長のもとにおける農山村か

･ら都市への人口流出と，それに伴う自給的農村共同体の崩壊過程におきた必然的な現象

であるから，これを林業政策のワクのなかだけで解決しようとしても，それば無理とい

うものではあるが，そのワクのなかでできることは当然手当てをするとして，山もちの

経営に対する考え方を前向きに導いてゆくことは前者にも増して骨の折れる問題のよう

に見える。

行政庁が「経営計画樹立」を奨励し，「計画伐採，計画造林」と口をすっぱくして唱

えても，近代的経営センスに眼覚めた一部の山もちは別として，なお多くの山もちほ，

これを自らの身近かな問題としてどの程度受けとめているのだろうか。そこで国内木材

生産の停滞は必ずしもその供給力の絶対的不足とばかりいえな↓.､面もあるのではないか，

という見解も出てくるゆえんである。

「過疎」の問題と，山もちの山林経営に対する昔ながらのビヘイビアーこれは林業

が合理的な経済法則の支配する領域となることを依然拒象つづけている厚い壁といえそ

Lうである。
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天然資源の開発利用に関する日米会議

一森林部会について－

雨倉朝三
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〔林試･調査部）

に木質繊維および生産物の実質的な輸入国であり，両国

は共通の問題に直面し，その森林をより生産的なものと

するため努力している。特に流域管理,野生生物の保謹

森林でのレクリエーションなど森林の研究，開発，管塞

において同じ道をたどっているとと力妙なくなく，しか、

もお互いにまったく別の分野をやっていることもあろう

し，分野によっては進歩の度合いにも差ができているで

あろうから，お互いの知織・アイデア．新しい技術・発

見・方法論などについて情報を交換することはきわめて

有効適切であろうというもので，その基本議題となるも、

のは次の五つであることが合意されている。

1）森林資源調査：森林の状況，木材の供給の評価，

需要予測の方法，木材生産と土地利用など。

2）保護：病虫害の保護，除草剤，殺虫剤の使用と副

作用など。・

3）機械化：森林管理と未材伐採の省力と流域保護の）

開発。

4）保全：土地保護と保全など。

5）造林：造林技術と育種など。

以来，第1回の会議までの具体的接衝ほ米国内務省土

地管理局長と林野庁研究普及課長との間で数回におよぶ

文書連絡と,APFCの会議出席のたあ来日されたドナル

ドソン氏との協議などを重ねた末，このたびの第1回東

京会議開催の運びとなったわけである。

特にこの過程で合意を得た重要な事項は米国側の提案

により，その議題は造林に主体をおいた次の6項目と日

本側のチェアーマンは林業試験場長（竹原秀雄氏）米国｜

側山林局長,E.P.クリフ氏の承認と東京開催の合意で

ある。

起こりと性絡

天然資源の開発利用に関する日米会議の発端は，昭和

39年1月東京で開催中の第3回日米貿易経済合同委員会

において，米国のカー内務次官から「日米が両国の利益

のために人的および天然資源の分野で，技術者の交流と

情報の交換を政府レベルで行ない，両国の応用科学およ

び技術の分野における協力関係をいっそう深めたい。こ

れは両国にとって大きな利益になること，およびこのよ

うな計画による両国間の協力は，応用科学よりも主とし

て理論科学の分野で行なわれている日米科学協力委員会

(昭和36年から発足）の事業を有効に補足するうえで役

立つものである」という意見が出され，これが日本側の

同意を得て，第1回の日米会議が同年東京で開催され，

この趣旨のもとに，日米間の交流の対象となる，塩水転

換および副産物の利用，大気汚染,.水質汚濁，新エネル

ギーの開発牧草類の種子生産技術，有毒性微生物など

の研究課題が採択され，これらについて作業を開始する

ことが申し合わされたことにより始まったものである。

さらに回を重ねているうちに，次之と課題が提案・採

択され，現在の森林パネルを含めて18の部会が設置さ

れ，すでに一部のパネルについては，それぞれぞれ協力

活動が行なわれている現状である。

〆
、

唾

《
）

森林パネルの設置と経緯

森林部会の設置については1968年2月東京における

第2回日米木材貿易会議が行なわれた際，林業に関して

も天然資源の開発利用の日米会議のなかに森林部会を設

けて，林業技術に関する両国間の協力活動を活発に行な

うことが提案され，同年10月ワシントンで開かれた第

4回日米会議において新課題として承認されたのが，そ

もそもの起こりである。

森林は日米両国が相互に関心のある課題であり多くの

問題に関係する。両国いずれも重要な木材消費国であっ

て増大する需要にこたえるため自国の森林の管理を強化

しつづけている。しかしながら森林国とはいえ，お互い

1

第1回森林部会の開催

以上のような経緯から第1回の森林パネルは造林の技

術的問題を中心として東京赤坂の都道府県会館の会議室

において行なわれ，その議題，会議日程，両国のメンベ

ーなど，その模様は次のとおりである。

ｌ
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ｑ
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I l.議題

1．用材林，防風林，都市林用の樹種交換

2．導入樹種の生育状況

3．森林生態系と養分循環

4．林木の育種および増殖の新技術

5．遺伝的差異の確定に要する期間を短縮するため

の方法論

6．特殊造林技術

2.会議日程

8月27,28日，9月5日本会議

8月29日～9月4日視察旅行

（主な視察地：木曽林業，吉野林業，北山林業，小

国林業九州林産，名古屋港貯木場，日本楽器，浜

北苗畑，静岡林試，熊本営林局，九州林木育種場，

林試九州支場など）

3．メンバー

（米国側）

Dr.E・P.CLIFF山林局長（議長）

Mr.B.L.RASMUSSEN内務省土地管理局長

Dr.E.ZUMWALT内務省土地管理局資源部次

長

Mr.F.FISHMAN内務省土地管理局法律顔間

Dr.C.E・OSTROM山林局研究部長

〔日本側）

竹原秀雄氏林業試験場長（議長）

松本守雄氏林野庁指導部長

奈良英二氏〃研究普及課長

杉本剛氏関東林木育種場長

加納孟氏林試調査部長

加藤善忠氏〃造林部長（第6議題担当）

橋本与良氏〃土じよう部長（第3〃）

伊藤一雄氏〃保護部長

川口武雄氏〃防災部長

戸田良吉氏〃遺伝育種科長（第4,5〃）

大友栄摂氏〃経営科長

山脇三平氏〃機減科長

草下正夫氏〃主任研究官（第1,2〃）

また，本会議には林野庁長官，科学技術庁国際課長，

技術会議総務部課長，林政課長ならびに米国大使館科学

アタッシニの方煮の出席を得て行なわれた。

会議はまず林野庁林政課長の司会により，林野庁長

官，科学技術庁の歓迎の挨拶，ついでクリフ氏の挨拶の

あと竹原議長が承認され，さらに日米双方の林業事情に

ついて紹介説明がなされたのち，あらかじめ申し合わさ

れた議題の討議に入った。

議題の討議と結論

これらの議題はそれぞれの項目について，両国の委員

から，研究（技術）の背景，研究の現状，協力の可能性

などについて，おおよそ次のようなことがらが提案，討

議された。

議題1．用材生産，防風林，都市林用の樹種の交換

（草下委員，ラスムセン委員）

外国樹種の導入は古く，米国から導入したものでは東

部産のものの成育はよいが，西部産の成立は困難で，こ

れは気象などによるところが多いなど現状を分析紹介

し，今後豪雪地帯，北海道や本州の山岳地帯，海岸地方

の風害，塩害，マツクイムシの抵抗性樹種を承つけるた

め多くの外国樹種の試植，導入を希望したいこと，米国

側よりばすでにSeedBankを設けて種子の交換の役割

を果たしていることをはじめとした交換の必要条件など

について説明された。

結論：日本側は将来の交換にそなえて種子貯蔵施設の

整備に努力すること。交換の重複をさけるために責任あ

る政府機関を通じて行なうよう努めること。必要種子の

リストを用意し取りかわす。本部会は将来必要となると

思われる遺伝子（種・産地・クローソ）の保護について

その必要性を痛感すると結ばれた。

議題2．米国および日本において植栽された原産地の

知られている導入樹種の生育状況

（草下委員，ラスムセン委員）

米国から導入されたものでは，ストp－プマツ，テー

ダマツ，スラッシュマツなどの生育状況のよいこと，バ

ンクスマツ，リキダマツ，ダグラスファーなどの成績が

紹介され，米国側よりは従来，外国樹種の導入の関心の

薄かった事情，日本から導入された樹種の成績について

のとりまとめたものは少ないが，将来交換計画の基礎の

ためにとりまとめ参考としたい。新規導入については，

ニットンソンの研究によるような気象および生態学的な

データーに基づいて行なわれるべきであり，交換しよう

とする重要樹種についての性質および地理的変異につい

ての研究を進める必要があると説明された。

結論：そこで米国側は日本側の会議資料と同じように

米国に導入された日本産樹種の成績の情報を提供する。

産地試験を企画するにあたっては，産地の選定，試験

方法について相談し合うことについて合意された。

議題3．森林生態系と養分循環の研究調査

（橋本委員，オストロム委員）

このことに関するわが国の研究現状，すなわち基礎応

用的な研究として養分循環の研究を進めていること，特

にスギを材料にし森林の生産力を測定する方法論に関し

－3－
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てはかなりの成果をあげ，さらに林地施肥が広く行なわ

れていることが説明され，次にこれらの研究手法につい

て問題が提起され，米側より両国における森林生態系お

よび養分循環の研究の過去，現状と研究計画の情報の交

換などが要望されたのち，次のとおり合意された。

結論：森林施肥の研究と養分循環の成果の総合的印刷

物の交換，森林生態系の研究の現状について森林樹種，

､属，群落型の情報の交換，この分野の専門家の交流，消

滅しつつある種を保存するため，または学術的な研究機

会を助長するために主要な森林生態系の保存につとめ

る。

議題4．林木の育種および繁殖の新技術

（戸田委員，クリフ委員）

特に精英樹選択は，母木の選択が決定的な影響をも

ち，そのために遣伝力推定方法の改善採種園の高ツギ

技術，ジベレリン利用の開花促進についての成果を紹介

するとともにさらに性転換処理の実用化，ク画一ソ同

定，遺伝パラメターの推定，マツ科の開花促進半数体

の育成法の研究必要性が述べられた。米側からは針葉樹

の実生繁殖については，研究が進んでいるが広葉樹特に

大粒種子の貯蔵については解決が得られていない。当面

広葉樹の交雑方法の向上で，ハンテソポクなどの花粉採

集と貯蔵，ナラ類の落花防止，種子の休眠，さし木繁殖

の効果判定の問題が提案された。双方の質疑応答のう

え，その結論として，

結論：それらの問題に関する文献の交換，あっせん，

またこれら両国にとって関心のある研究者，育種実務専

門家の交流の助力，促進が申し合わされた。

議題5．遺伝的差異の確定に要する期間短縮の方法論

、（戸田委員，′リブ委員）

材木の形質を早期に検定するために短期間に検定可能

な形質と，長期を要するものに区分して，若齢の林木の

有する形質と将来における林木の形質との相関度に関す

る研究を進めている現状について紹介し，米側より各種

の手段を併用することによって検定の確度を高められ

る，すなわち，早期の調査結果による方法，母樹自体の

観察，相関形質，環境の人工制御による遣伝性の明確な

どでう乏しくも可能性を示しているのでより多くの情報

と蓄積が望まれる提案がなされた。

結論：林木個体の遺伝的価値を早期に推定する方法を

進歩させることの必要について合意し，早期検定の今後

の研究において，幼老相関，形質間相関，人工制御など

が有望な研究方向である。また検定にあたっては，栄養

水準などの環境条件を変えることにより，遺伝子型と環

境との交互作用を明らかにすることが望ましいと結ばれ

た。

議題6．特殊造林技術

（加藤委員，ラスムセン委員）

特殊な造林法として，耕転造林(テイネイ植え),､階段

造林，肥培造林，スギのさし木造林，潅水造林，ポット

鉢付苗造林の現況技術について紹介され，それらの問題

点として病虫類の害の増加，気象災害，有用な広葉樹の．

造林に対する無関心度などが指摘され，これに米側よ

り，米国が実施しているこれらの問題についてスライド

を利用して説明され，特に要望される情報として，更新

困難地の取り扱い方の知見,マツ類,トガサワラ類の撫育

と跡地更新，特殊地帯の植付機械の開発と地栫え方法，

広葉樹のタネの採取・取り扱い貯蔵方法・健苗育成・ポ：

ツト造林技術の情報の交換か強く要請され，その結果と

して次の要旨が同意された。

結論：1．将来の木材需給に応じるため両国で行なわ‘

れている拡大造林計画を支持することの緊要性

2．広葉樹の取り扱い，苗木の養成，造林法の知識の、

増大。

3．労務者の不足と造林作業経澱の高騰に対応した新

しい造林機械，林業薬剤の研究の促進と開発の心要と両

国が開発した造林機械の相互利用。

以上のとおり今回は造林問題について討議し，技術，

情報の交換の土台を作ったわけである。

さらに引き続いて，両国より共通的課題として森林資

源調査，森林病虫害，林業の機械化，森林火災，水源演

養，住宅，木材需給問題等について討議されたのち，明

年第2回森林部会を5～6月もしくは8～9月ごろ，米

国ワシントンにおいて開催し，その議題は日本側より提

案することが申し合わされて，10日間にわたった日米会

議は実り多い成果を収めて終了した。
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いといえる｡仮に過去20~30年間の進歩に箭珊0
を掛けた結果を考えてみよう。そしてもちろんこの進歩

が，自然の摂理によって自然的，必然的に成立っている

ことを考えていただきたい。

現在，不可能と考えられる技術も，他部門の進歩によ

って，それが可能になることもあろうし，また他部門の

産物と組象合わさって進歩することもありえよう。当然

それらの大部分は，現在の木材の研究において．･･･～の

解決ほ早急に行な，う必要がある…・・・とか，本件の解決

ば，木材利用に欠くことのできない．…，などといって

いるものよりも，はるかに進んだものであろう。ただ，

残念ながら，われわれはそのような遠い将来のものを現

実に頭の中に描くことはできないし，想像もすることが

できないのは当然である。われわれはただ，その中のこ‐

れからのほぼ20～40年間の役割を果たすことになって

いるわけだが，運がよければ，つまり，そのすばらしい

進歩の付近にあって，その方向に努力し，そこに到達す

るということになれば，その人，すなわち人間ばすぱら

しい成果を勝ち取ることができるわけである。

わたくしは，ここでは,人間を絶対的な意味において，

自ら動き考えることのできない，ロボット的な，複雑な

機構を持ったものとして考えて行きたいと考えている。

つまり，人間は，その置かれた生まれた時からの外部の

環境と，その人の体質構造，およびそれに関連性のある

記憶の選択性によって，すべての外部からの刺激に反応

するロボットであるという意味である。地球上のすべて

の物質物体が，ほとんど大部分が太陽系の自然のなりゆ

きによって生まれたものであり，人間もその一つにすぎ

ないことは，大多数の人禽の納得するところであるが，

その人間の行動，思考というものまで，その範鴫に入れ

ることを好まない傾向がある。その理由はいろいろと考

えられるが，その一つば,人間には意志があるというこ

とだと思う。現代の文明の程度では，残念ながら，意志

の本質，つまり自分という感覚の根源が何であるかはわ

かってl､ないが，意志そのものは，やはり自然現象で，

自然界の物理的法則によって規制されていると考えた方

が無理がないと考えられる。

自然現象として承た一つの経移

植物一(太陽，地球の高温高圧処理)－石炭

一(人間を仲介とした自然現象)－石炭文明
動物一（〃）－石油一（〃）－石油文明

鉱物－（〃）（〃）一金属，半
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まえがき

「･…木材の輸入ほ，毎年増加の一途をたどっており

．…｣,「シベリヤのソ連材も，最初はよかったんだが，

｡…｣，「商売の方はやりにくくて困っているんだ，…･

･･｣，とか，「合成木材なんて言葉が，ちょいちょいきか

されるんだが，ありや一体何だい？｣，「いくら合成紙が

がんばっても，まだまだ｣,などという話は,おりにつけ

わたくしどもの耳に入ってくる。また「木材の関係は，

伸びちゃいるが，一進一退の感じだね｣，「木というの

は，育ち方が遅いからな｣，といった話も耳に入ること

がある。このような楽観的，あるいは落胆的ともいえる

ことであるが，木材に関係した現在を示しているように

も思える。

ただ今回の話が，夢という非現実的な要素をもったも

のであり，また将来の姿という，まるで空気の中をかき

まわしているようなものなので，わたくし自身も，頭の

中の空回りを続けていたような次第である。このような

わけなので，少しの間暗中模索をつづけて承よう。

他の分野，たとえばプラスチック，金属，半導体等の

事情は，ご存じのとおりそのめざましい発展ぶりは，現

在の文化の大部分をになっているように見えるし，その

ような発展ぶりは，到底木材では考えられないかもしれ

ないが，－考えて承たまえ－，今後人類が何万年生

きつづけるかわからないが，その間に，研究または文明

の進歩が，これ以上はもう発達の余地がないほどの終極

に達することばありえないし，また考えられもしない。

とすれば，その進歩の度合が，その時代を炎によって早

い遅いはあっても，他のものと同様に，木材の分野も，

多少の凹凸はあってもその何万年もの間進歩しつづける

ことは間違いない。とすれば，夢を承る承ないとは無関

係に，その到達しうる進歩は，それこそ夢のように大き

弓

一
函

亀
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導体，原子力文明

過去50年間の歴史を承れば，石炭文明，石油文明を

経て，原子力文明，および半導体文明の隆盛という形で
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現われているように承えるが，これらの文明は，何か一

つの発見が発端となって，それの発展の形を取ってお

り，何一つ人類が最初から計画し，逐行した文明はない

といえる。わたくしは，自然におかれた人間の出場につ

いて，一つの考え方を述べたので，人間も自然という網

目の中で動き回る一つの物体にすぎないことを考えてい

ただければ幸いである。

木材の一つの背景

まず，現代活躍している各種材料の進歩の有様を，大

ざっぱに頭の中に描いて象よう。

て考えて象よう。

木材は，その組織椛造の不均一性はあるにしても，そ

れ自体，巧妙に作られた，複合発泡材料とも考えられ，

また繊維強化配向性材料ともいえるので，完成された自

然加工材料であることと，人類が目覚めたころに，それ

が大愛に存在し，容易に使用することができたことか

ら，その使用法を進歩させる期間が現在までに数千年も

あったこと，そのために進歩のテンポは遅くとも長期間

にわたって，広い用途の面を支配してこられたことであ

る。しかし新物質が生まれて,その部門の研究が進めば，

ある面では新物質の方がその目的には好都合であること

もあろうし，このことは別に悲しむべきこととは感じら

れない。過去の木材の用途があまりに多すぎたともいえ

るわけである。

木材はその自然環境からか，生育するに十分な強度は

持っているが，極端に強い強度的性質を持ち合わせてい

ない。炭水化物の構造物としては，きわめてすぐれた性

質を持っていることは確かだが，残念ながら，金属の強

さにはかな稗ないのである。しかし,軽くて丈夫という
点では，現在でも木材よりすぐれているものは少ない。

次に，木材組織の構造，およびその構成成分の化学的

椛造という点から，木材は内部組織の相互的な位置を変

えることができない性質を持っている。つまり，可塑性

という面では非常にお寒いといわなければならないの

で，いきおい，大量生産に好都合な，プラスチック成型

の方法を用いることはできない。

また，木材は吸湿性などという性質を生まれながらに

して持っているために，これらの性質を嫌う，現在の花

形産業に進出できなかったといえるであろう。

しかしながら，木材の需要は依然として倍加してお

り，その工業生産物も含めて大量の消費を続けている状

態である。また世界的に承れば，木材資源が早急に少な

くなり，価格の高鵬を招く危険性はほとんどないことを

考えれば，近い将来において，急速な技術の進歩を迫ら

れることはないのかも知れない。

ここで木目の美しさという，合成品の分野でば考えら

れない木材の特質について考えて承よう。

「将来とも，人間は木の持っている感じのやわらかさ，

木の表面の美しさを捨て切れないだろう…･｣，「やはり

天然材料は別だ，到底プラスチックや塗料にはこの味は

出せないんだよ」などといって，人間と木材とは本能に

近い親しゑを持っているかのように考えられているが，

将来は段々と天然の木目というものを見る機会が少なく

なる傾向にあるとすれば，知らず知らずのうちに，身近

なものを感じなくなる時代が来るのではなかろうか。

さて現実に戻って，木材の将来としてわれわれが考え

〃
／
〃グ
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各種材料の進歩の度合

まず，合成高分子部門についていえば，半合成プラス

チックとしてエボナイト，セルロイド等を足がかりに，

ベークライトを実用樹脂の皮切りにして，第2次大戦前

後よりの石油文明に併行した，数多くのプラスチック，

合成繊維の発展はめざましく，あるいは金属の用途に，

あるいは無機物質，木材の用途に進出しつつあることは

皆さんよくご承知のことである。

また半導体部門にしても，相当長い間注目されること

のなかった部門であったが，太陽電池,I､ランジスター

といった新しい素子の発見により，近を20年にもなら

ないうちに現在の電子文明の隆盛を可能ならしめた。‘

また大きな変化はないが，少しづつ進歩の度合を示し

つつある金属部門を初めとして，合成高分子部門，機械

部門，革命とまでいわれた電子部門等は，多かれ少なか

れ，戦争という背景の下に，国家的な保誰の下，膨大な

予算と，数多くの研究者，および勝利を勝ち取るための

強制的努力により，前進発達をつづけてきたことは明ら

かである。

一つ，最も古くから人間に親しまれ，数千年もの間，

その使用方法においてはほとんど窮めつくされた木材部

門は，軍事資材としてはあまり重要視されず，研究面に

おいても，その影響は無視することはできない。

軍事目的にあまり用いられないことは好ましいことで

はあるが，木材のたどった経過，およびその性質につい

1戸
一

■
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られるのは，現代と直結した，近い将来‘20～50年ぐら

いの木材の姿であり，他の材料の進歩と歩調を合わせた
ものになろう。

期待される進歩

木材の未来の姿ということであるが，どのようなこと

が考えられるであろうか。現在利用されている用途，ま

たは進欺つつある進歩はそのまま徐々に消化されていく

としても，木材の改良という面ではどのようなものがあ
るかといえば，

1．現在の，軽くて丈夫であるとか，簡単な道具で加

工しうるとか，熱とか音を遮断する性質があるなど

の木材の長所をさらに強調すること。

2．木材の持っている短所，すなわち異方性であると

か，吸湿性があって寸法が狂いやすい，腐りやすい

などの性質をなくすこと。

3．木材を原料とする製品の短所を改善すること。

などが考えられ，また一般に新しい技術が現われる場
合として，

1．欠点短所の一つを解消することによって新しい製

品が生まれると同時に，新しい用途も現われる可能

性がある。

2．新しい性質の発見により，その材料の用途が広が

り，技術的にも飛躍的に進歩すること。

3．他の材料との組承合わせにより新材料を完成し，

新しい用途開発の技術が生まれる。

などが考えられ,それらの点で適合すると思われる2，

3の例について考えて蕊よう。

1．木材の寸法安定化

木材は水分を吸収して，膨張を起こし，乾燥すれば収

縮する性質がある。もともと多量の水を体内に保って生

育を続けてきた樹木の幹である木材は，いったん乾燥し

た後でもその性質は変わらないのである。そのため，家

具などは狂いを生じ，随所に承られる合板の表面割れも

このためであるが，現在これを防ぐための経済的な方法

は見い出されていない。多くの研究者によって，いくつ

かの方法が見い出されているが，たとえば，ホルマール

化，熱処理の場合には，材質が非常にもろくなり，また

アセチル化の場合には経済的な方法とはいえない。ポリ

エチレングリコール処理とても，理想にはほど遠く，一

般的な方法とはいいえない。広く用いられるような寸法

安定化の技術は，近い将来発見することはむずかしいこ

とかも知れないが，他部門，たとえば合成高分子部門な

どの研究の発展と相まって解決に近づく可能性はある。

この技術の解決により，家具などの狂いはほとんどなく

なり，製品の寿命は大幅に延長され，耐久性材料として

の地位を確固たるものにする可能性がある。

〃

－

2．パルプ廃液の経済的処理法

ご承知のように，パルプ製造の際に副生する，パルプ

廃液中には，木材成分が多量に溶け込んでいるが，その

処理，および利用に対して，きわめて多くの努力がされ

ているにもかかわらず，今だに，公害の声が聞かれる状

態で，利用上の解決を迫られているものの一つである。

セメント分散剤，リグニンゴムとしての充填用リグニン

など，いくつかの利用法があるが，大鐘のパルプ製造に

伴う，廃液の量に見合うだけの利用方法は見い出されて

いない。第三者として考えると，パルプ廃液中の木材成

分と水とを容易に分離する方法が発見されれば，木材成

分の製造価格は安くなり，それらを利用する方法も発見

できようし，公害問題は自然立ち消えとなると考えられ

る。これも，他部門，たとえば，高分子化学などの発達

に期待するところが大きいのではなかろうか。

3．木材の可塑化

木材は，比較的簡単に加工することができるとはいう

が，その構造上，プラスチックのように，大避加工に向

く可塑化成型を行なうことができない。媛近，アンモニ

ア可塑化法という方法が発表されているが，液体アンモ

ニアを使用して，その高い膨張作用によって木材を高度

に膨張させ軟化させるだけで，これとても満足な成型方

法とはいえず，この方法自体まだ実用的な方法ではな

く，適当な利用法も見い出されていないのが実状であ

る。木材の構造をこわしてもよいし，また残してもよい

から，木材の軽くて強いという性質（比重1.5以下）を

生かして成型可能な材料を作れたらと考えている。そし

てその場合には，1の項で述べた，吸湿性の改善処理も

して置く必要があろう。

その他，木材の難燃化処理，木材とプラスチックとの

数多くの複合化，鋸屑の完全利用，液皮の利用等は，現

実になりすぎる感じがしたので，割愛した。

むすび

木材分野において，近い将来20～50年ぐらいの間に

解決を期待される，2，3の進歩について簡単な説明を

加えたが，この20～50年とはどのくらいの長さである

か考えてみよう。現代の花形である，合成高分子工業の

分野は，まだ始烹ってから24～25年にすぎないし，ま

た，電子工業においても，半導体の活躍が始まってから

まだ20年になっていない。原子力産業もしかりである。

しかるに，木材を作り出すまでの，林業の畑ではどうで

あろうか，現在種を播いた樹木は，大体一人前に成長す

るのでさえ50～60年の歳月を必要とするのが現実であ

る。造林の技術そのものは，大した問題ではないとも考

えられるが，将来の社会情勢に合った，造林計画は，時

代の推移とともにますますむずかしくなるに速いない。

－7－



解明し，最終的に人間生活にどのような経路をたどり，

どのような影響を及ぼしてくるかを追跡しておくのは，

この際重要な問題だと考えられる。筆者は野生鳥獣類の

研究を専門としているので，その分野でこの問題をとら

え解析し，人間生活への影響の経過を探索しようとして

いるのである。

@)欧米での概況

艇薬の野生鳥獣に及ぼす影響については，世界各国で

はすでに，鳥獣類保誰の立場から，また狩猟鳥獣のよう

に食用に供される現実的な立場などから重要視され，こ

れに関した研究は進んでいる。1958年に開催された国際

鳥類保謹会議ThelnternationalCommiteeforBird

Preservationで,G.W.Harmsenが野生鳥獣の保護に

の承限らず人間に対する安全性をも含めて，使用制限の

条件を次のように提案している。

(a)新農薬の一般的な販売ならびに適用は，陶醐，

環境によって許可制とする。

(b)異なった薬種で同一目的に使用しえるものは，

野生鳥獣に及ぼす害の強い方の使用を禁ずる。

(c)不注意な使用，不必要な散布は禁止すべきで，

本規制に違反したら罰する。

(d)生垣，道路線，原野，牧場の縁辺部などへの散

布は禁止する。

(e)時期と気候条件を選択して使用する。

(f)個人での作業は避けるようにし，熟練した専門

家の指導によって実施する。

(9)濃度の最高限は国家で強制的に制限する。

(h)動物類の生息密度の高い地域では使用を禁止す

るか，規制する。

(i)小施囲に適用するのであったら，動物類をあら

かじめ当該地域から駆逐して実施する。

(j)動物が忌避する擬材を混入する分野の研究を進

める。

(k)散布その他の実施は可能な限り早春にする。

(1)散布地域から離れ安全な個所に水，食物を用意

する。

(m)広範囲の森林帯での散布は，危険な伝染病発生

の場合にのふに制限する。

一般にわが国でも挫薬の毒性の順位，扱い上の注意な

ど，法規で厳璽に規制されているが，実際に野外での施

用状況については必ずしも理想的にそれが守られていな

い部面もある。まして，野生鳥獣願を対象とした扱い方

などについては，制限などは雲ったく考えられていな

い。この点以上述べられている各項目朧，鳥獣類を腱薬

禍から保灘する立場で実情を解析し，きめこまかな点を

二二

三三 蕾三三
＝三 壼

言言

…

冒三

はじめに

近年わが国で登録されている農薬の種類は．5,000種を

こえており，使用される範囲も農耕地から山林地へと広

範囲にわたりつつある。使用する目的は，農林業上での

生産性の向上を図るため，生産に障害になる病虫獣害を

排除し，人間の経済生活を豊かにするためであるのはい

うまでもないが，各種薬剤は，生物を殺滅するように作

られているのだから，ある特定の生物を対象とする薬品

でも，目的とする以外の生物にまったく影響ないとはい

えない。さらに，自然を形成している生物的社会椛成の

鎖が，一部破壊されることによって，自然を櫛成する有

機体全体が変調をきたし，互いに連結していた鎖の関連

性が狂ってきて，自然の社会構成全体が変化してくる。

たとえば，ひとつの自然生態系内の昆虫類を抹殺してし

まうと，食虫性の小鳥類は食物を失い生活しえなくな

る。次いでその小鳥類を食物としている食肉性の動物も

生活の根拠を失うことになる。鳥獣類のように大型の動

物は，一地域での生息密度が，昆虫類や微生物類に比べ

て高くなるから，直接的で明らかな環境生態系への影響

は目立たないが，密度も高く種内または種間に複雑な関

係があって平衡を保っている土壌中の微生物などは，あ

る種の薬品によってその平衡が破壊されると，土壌の性

質に変化を起こし植物の成育に影響することは，実験的

に証明されている。人間も自然を織成する一要素である

必然性は霞ぬがれないとすれば，農薬の使用によって自

然に与えられる影響のうち，正の部では人間の生活その

ものに好結果をもたらすのば閲白なのだが，負になる部

面は，正になる部面の効果に眩惑され，多くの場合見の

がされている。これは重要なことで，言を変えていた

ぱ，農薬によってこうむった自然の負の部分は必然的に

最終被害者である人間へかぶさってくるのを忘れている

ことなのである。もし各種農薬類の使用が必然的なのな

らば，自然現象の各分野で（農業，林業，畜産業，漁業

などの分野）それぞれどのような影響を受けているかを

へ
《
一

一

9

〆

－ 8－

～



面

凸

＝

指摘しているところに特徴がある。また，1962年に開催

された国際鳥類保誰会議で，さらに一歩を進めて，農薬

と自然保護，人間への影響などを考え会議の決議事項と

して次に示す2項目を定め，各国政府へ勧告を出すこと

が議決されている。

(a)農薬類の体内累積の影響について未知の点が多

いので，各国政府は当該問題につき研究を進展させると

ともに，すべての艇薬類は最低効果濃度で使用するよう

法制化すること。

(b)生物学的な方法，特定生物にの魂効力ある薬剤

を案出するため，継続的研究を実施すること。

このような政治への要請は，欧米では鳥類保護会議の

ような特殊な団体の承ならず，他の民間の諸団体からも

強く要請が出されており，それだけ健薬に関する問題は

社会的腰広く深く扱われている。これらの要請が提出さ
れる華底には，野生鳥獣類に対する艇薬の影響が広く研

究され，多くの業績があるからで，最近のまとまったこ

の種報告の例としてはアメリカのRachelCarson(1962

年）のScilentSpring,イギリスのJ.W.Day(1957年）

のPoisonontheLandなどの著書がある。前者は膨

大な資料に基づき山野で使用されている農薬類が，どの

ような副作用的な害を発生しているかを示し，人間生活

の安全性にもこのまま放置しえないことを詳細に述べて

いる。後者は，同著書のなかにFarmChemicalDan-

gerstoWildlifeという項目を設け，農耕地で悔月され

る農薬類が野生鳥獣に及ぼす影響を実例をあげ論じてい

る。これらの著書のようにまとまって体系づけて農薬の

副作用を論議している他に，実際に起こった具体例につ

き1958年に開かれた国際鳥類保護会議で発表されたもの

があるので参考までに紹介しておく。

(a)北米でBudworm，C"”is""“、”加施”"α

（トウヒノオオハマキガ）の駆除に油脂にとかしたDDT

を空中散布した。散布区域8.1ha内に巣箱293個が架

設されていた。1949年には2.8kg/haで実施され，巣

箱を利用していたHousewren(ミソサザイの一種）の

ふか率が対照区では86％であったが，散布実施区では

28％に低下した。また1949～'50年の実験ではひなの発

育率が対照区のそれに比べ著しく低下している。

(b)森林帯にDDTを2.2kg/haで連続散布した

結果,5年目の繁殖期には同地域で繁殖する鳥類が26％

に減じた。

(c)3．4月のひなの発育時期に11b/acreのDDT

を森林帯に散布した結果，対照区に比べひなの体重が

25％しかなく，20％は死亡し，22.7％が不健康の症状

を呈した。

(d)ふか後6～9日経過したGreatTit(シジュウ
●◆

カラ）のひなはParathionO.035%溶液で処理した昆虫

を与えたら死亡した。

(e)イギリスで(1954年）キ.1,ベツの害虫を駆除す

るためShradan(PestoXIH)を使用したが，散布後19

羽のPartridge(パートリッジ),10羽のキジ,129羽

の小鳥類が死亡した。

(f)アメリカでDieldrinを0.22kg/ha艇耕地に

散布したら，小鳥類が死亡した。

(9)ドイツで(1956年)Dieldrinを森林地帯にヘ

リコプターで0.2kg/ha散布したら，散布区域内にあ

る25haの地域に架設してあった巣箱内のひなが全部死

亡した。

(h)DDT,Leadarsenate,E605Forte(Pal･a-

thion),水，などを森林帯に実験的に散布し，次のよう

な結果を得ている。

(i)気温が16～,17oC以下だと薬害の他に寒気の，

ため巣びなが死亡する。

(ii)E605Forteを散布するとひなは死亡する。

(iii)深い森林では，ひなに対し直接の薬害も水分

による寒害も作用度が低い。

(i)各種薬剤の致死戯(LD50値）

供試動物薬品名LD50値備考
(mg/kg)

ウズラDDT3000.0成鳥

〃〃1200.0幼鳥

キジDieldrinlO.o

スズメ〃2．05

1燕｜…::
各種ひな鳥HeptachlorlO.0

Chlordan,DDT25．0

Strobane75.0

MethoxychlorlOO､0

コウノトリBHC60.0～400.0

以上，数値の表示法，対象となった鳥頬の種名などが

不明確なものがあるが，広い範囲について農薬類の鳥類

に及ぼす影響が追求されている事実はくみとれるし，副

次的作用があるのも明確に示されている壜と思う。

さらにカナダのDepartmentofLandsandForests

で試験したDDTの野生生物（この場合魚類も含まれて

いる）への影欝について1949年にForeStSprayingand

someEffectsofDDT!という報告が出されている。そ

のなかから鳥獣類に関係した部分を参考のために引用し

《
一
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て承る。

(a)MentoloilまたはCyclohexanoneにとかした

DDTを巣のなかにある卵にかけて象たが異状なくふか

している。散布の際に当然の結果として親鳥の体にも付

着したが，なんらの反応も認められなかった。またひな

14羽に巣のなかにいる状態のま霞ふりかけて承たがなん

らの影響もなかった。かごのなかに収納してあるHell-

ingGull(カモメの一種）の若鳥にかけて象たが影響も

なかった。またかごに収納してあるOlivebackedTrush

（ツグミの一種）の若鳥に2回散布してゑたが，明らか

に反応を示し死亡している。

(b)哺乳類では，野外,実験室内で試験している

が，多くの種類が影響を受けるのがわかった。しかし一

般に61b/acreまでの濃度以下での森林帯，その他の地

域での散布では影響のないのが明らかになった。しかし

小型の動物類を食物としているChiroptera(コウモリ

"),Shrew(ヒミズ類)などは,食物が減少するため区域

的に，また，時期的に影響を受けるのは明らかである。

以上欧米での農薬類の野生鳥獣類に対する影響につい

て具体的な資料の一部を紹介したのだが，筆者は示され

ている数量を問題とするような細かい点について論議を

発展させる意志はない。試験方法，薬品の濃度，鳥獣の

種名など実験結果として引用するには，個盈の実験資料

について詳細に追試でもしなければ論議の対象とされな

いからで，筆者の示そうとするところは，農薬と野生鳥

獣の関係についての問題が，欧米ではいかに深刻にまた

重要視され研究されているかにある。ひるがえって，同

問題についてわが国ではどのような状態にあるかを次に

述べておく。

（2）日本での情勢

わが国での農薬と野生鳥獣との関係についての試験研

究は，人間，家畜に対する問題としてとりあげられてい

る面は別として従来には皆無といってよいだろう。筆者

は農薬の副次的作用の究明の問題は，農業，林業のよう

な一次的産業，食品工業などの分野でもっと究明してお

く必要があると考えている。なぜかというと，副次的な

被害を受ける最終点に人間の生活があるからで，野生鳥

獣類の分野での追求でも，自然生態系の健全な平衡を維

持するという動物学的に承た分野以外にも，狩猟鳥獣の

ように人間が食用している直接的な現象も念頭におき考

慮しなければならない問題と解釈しているからである。

現在までにわが国で得られた資料は，著者の実験した

次のようなものがある。1966～'68年までに直接害とし

てLD卸値が次に示すように解明された。

供試動物薬品名（麗鳩備考
スズメEPN4.0

BHC〃 50．0

キジバトEPN17.5
●●

チュウサギ〃1．1巣びな

チュウダイサギ〃2．0〃

キジ〃12．5

ウズラBHC35．6

ZP"ZP35.0未発表

NaCIO3"NaCIO8480.0"

AMS〃450.0〃

T12SOJ〃25．0〃

イタチEPN10.05(皮下注射）

総体的にラッテまたはマウスのLD50値より低い値を

示し，農薬類に対する野生鳥獣の感応は鋭敏だといえる

と思う。野外の散布の観察結果は由井正敏，その他によ

る報告があり（1966年),BHC(7･10.0%)乳剤を20倍

にうすめ300"haをクロマツ倭生林帯に散布したもの

で,結論として食物となる昆虫類の減少による影響はあ
ると思われるが，直接的な影響は認められなかったと報

じている。いずれにしてもきわあて貧弱な資料しか得ら

れてなく，該方面の研究は今後強力に進展させる必要が

あると痛感している。

（3）微鐘薬剤の体内蓄稜害の問題について

前項までに述べたのは，主として直接的な薬害につい

てであるが，直接短時間で死亡する害の他に，微熾の薬

剤が体内に累積的に蓄積され，ために生理的に障害をお

こす現象を究明する必要がある。致死麓に達する通を一

度に自然の状態で野生鳥獣類が採食するのはほとんど考

えられない現象なので，むしろ本問題の方が重要性を持

っている。人間についての微鐙蓄積害ほ（農耕地や山林

に散布されたものでなく，工場廃液という型をとってい

るものが大きくとりあげられているが，微避に連続的に

体内にとりいれられ障害を飴こしている点で同一経過を

とっていると思う）九州，新潟その他の地区での問題が

あり，研究が進められているが，野生鳥獣類に対するこ

の種の研究は，ほとんど実施されていない。

まず欧米での側からあげてみると,R.F.Bernardと

R.A.Gaertnerは,1964年にDDTのマウスの繁殖力

に及ぼす影響についての実験をしている。DDTを100

ppm,300ppm含む食物で飼育した結果，対照区に比べ

ていずれも産仔数が減少することを明らかにしている。

またT.F.Albertは,1962年に0.1～0.3%(重量比）

のDDTを含む飼料でニワトリを飼育し，処理飼料で10

日，続いて無処理飼料で10日，さらに処理飼料で10日

－10－
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飼育し，その間に得られた卵につき受精率を調査した結

果，対照区に比べ受精率が低下していることを報じてい

る。組織学的にも精子の形成が処理飼料で飼育したもの

では阻害されているのを発見している。また,R.L.

RuddとR.E.GenenyはDDT,Toxyaphane,Dieldrin

などがキジの産卵率,受精率,ふか率に及ぼす影響のある

ことを実験によって明らかにしている。わが国でも兵庫

県，福井県に生息しているコウノトリの死体の各臓器，

骨格に水銀が致死量に達するほど含まれている事実が明

らかにされ，自然状態で産卵はするがふかしない現象が

おきており，薬害を受けている結果ではないかとの疑い

が強い。また新潟県佐渡が島のトキの死体からも水銀が

各臓器，骨格から検出されている。さらに動物園の濫に

長く飼育されていたコサギと，野外で自然の状態に生活

していたものとの調査結果から，野外生活をしていた個

体の臓器，骨格に水銀が多く検出された実験例もある。

水銀によって死亡したり，生理的影響を受けたとの証明

はともかく，少なくとも野生鳥類の体内に有機水銀化合

物に由来する水銀が蓄積されていたことは事実で，人間

生活に現実に薬害力;発生しているのと同様に，鳥獣類の

生理機能になんらかの障害を与えているのは疑う余地は

ないと思う。筆者も実験の結果,BHCがキジの繁殖性

になんらかの障害を及ぼす事実（未発表),ZPがウズラ

の繁殖性に影響を与える事実（未発表）などをつきとめ

ている。要するに微量の薬品類が体内のどこかに蓄積さ

れ，致死量に達するまでもなく，なんらかの障害を徐盈

に与えており，体力が衰えたりすると影響力は強まり死

亡するにいたらしめる現象は，ほぼ想像の及ぶところで

ある。

おわりに

農林業上での生産性を高めるたあIこ農薬を必要とする

傾向は，今後蓑すます拡大されていくであろう。それも

より多く，より強力なものへと移行していく可能性があ

り，使用範囲も規模が大きくなっていくのも否定しえな

い事実である。近年森林帯への航空機による大規模な散

布現象が進展しつつあるのもその一例である。このよう

な現象は本文に述べたような事実に基づき，野生鳥獣類

の保護という立場からの承見ると，生息環境の破壊とな

るから，野生鳥獣類の生存にとっては重要な問題であ

･る。しかし他方に諸生産を増大するのに必要な手段とし

て農薬を使用する意義を考えると，産業保全という立場

からまったく否定するのも許されないであろう。したが

って，野生鳥獣保護という立場からは，薬剤の散布によ

る鳥獣類に与える影響を最少限に止めるような手段の研

究が進め.られなければならない。しかもその結果得られ

た事実は終局的にはわれわれ自身の生活の安全性に無関

係でないと$いうことである。実際上胆は前述したG.W.

Harmsenの述べたような処腫も十分考慮にいれ，生産

に甚大な支障をきたさない限り，股大の配慮がなされる

べきである。きめの細かい使用法によって，できるだけ

副次的に発生する障害を少なくする必要がある。また，

毒性が特定の動物だけに有効に発揮しえる薬剤，薬品

に目的とする動物以外の動物が忌避するような臭気，味

などを加味したような理想的な薬剤類の考案などができ

れば，問題は解決しえる。さらに消極的には，一定の施

囲内に一定数の動物を定着させ，その地域だけを動物の

生活に障害となる事象を排除し，さらに人為的に生活環

境を最適状態におくようにし，動物類がその地域の周辺

部へ遊行するのをできるだけ抑制するのも，動物類の保

謹と産業の保全との調和をとる一手段となろう。このよ

うないわゆる管理法のひとつとして近年鳥獣の不妊剤の‘

研究がなされ，実験的には成果を納めている。一定地域

に一定数の動物類の個体数を定着させるための手段とし

て着目すべき研究だと考える。わが国のように，すべて

の現象が集約的に考えられなければならない国傭で，野

生鳥獣類の保謹の問題を考えるとしたら，前述したよう

に限られた地域に保護しようとする動物の習性や保謹の，

規模に応じて最少必要限の地域を設定し，当地域ではす

べて鳥獣類の生活に障害となる因子は除去し，また有害

となるような因子を新たに加えないように環境の維持を

はかる以外には，現在の日本の情勢からゑて，具体的に

考えられる手段はないと思う。産業保全の立場から象て

も，鳥獣類の産業地への遊行をできるだけ抑制すること

によって，被害を最少限に止められることになる。ごく

最近アメリカ農務省では,DDT,Dieldrinなど8種震

の農薬の向う30日間使用停止を発表している（1969年

7月10日朝日新聞による)。これは決して思いつきや気

まぐれに実施されたのではなく，科学的根拠に基づいて

決行されたと判断される。筆者はその勇断に対し深い尊

敬の念を抱いている。

－11－
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と急激に増加し,1909～10年（同42～43年）に大分県

玖珠郡森町にあった陸軍日出生演習場に発生して隣接の

国有林に侵入し，大きな被害をひき起こした。同ﾕ910年

には同郡飯田村の国有林に発生し，やがて両被害地は広

がって合流し，大分県下の国有林に及んだ。

その後，この地域の被害は小康を保ったが，1916～18

年(大正5～7)年にかけて九重山系の造林地および天然

林に大増殖し，樹幹の直径15cm以下のものは，その

根・茎・枝葉にいたるまで食害されてしまった。この被

害はしだいに玖珠・宇佐両郡方面に波及し，森町にある

平家山国有林では914haに被害があった。この大分県

下の被害は1922年（大正11年）までつづき，その総被

害面積は1,852haに達し，国有林の31%に及んだ。

熊本県下においては,1915年(大正4年)に阿蘇郡南小

国村で170haの被害を受けている。これは前記の大分県

下の被害につながるものと考え.られる。1917年（大正6

年）にば，上益城郡河原村にある大矢外国有林で’'600

haの被害が記録されている。加害されたのはスギ.ヒノ

キ･アカマツであった。このときは，阿蘇郡下の民有林

にも激害があったが，記録としては残されていない。こ

れについては，防除にあたった故日高義実氏より生前に

伺ったことがある。

阿蘇山ろくの原野造林

と

ネズミ対策

宇田川竜男
（林試・保護部）

夢
日本において，ネズミによる林業の被害は，火山の山

ろくに多く発生している。また，被害の常在地もほとん

どがこの地帯である。たとえば，富士山・浅間山・八ケ

岳・阿蘇山などの山ろくはその代表的なものといえる。

なぜ，火山の山ろく地帯にネズミが発生しやすいかの説

明は，たんにこの地域が彼らの生息に適しているから，

という簡単なものではない。また，生息に適した環境と

Iは,どのような条件を備えたものなのであろうか。まだ，

:解明しなければならない多くの課題が残されている。

阿蘇山から九重山系にかけては馴しばしば被害が発生

:し，なかには日本の造林史上に残る大被害も発生してい

:る･筆者は1959年に熊本県菊池市の阿蘇外輪山に発生

Iした被害を調査して以来，この地域の被害，特に原野造

:林の推進に伴っておきると予想されるネズミの問題に興

味をもって資料を集めていたところ，1968年にいたっ

て，阿蘇の内輪山に大きな被害が発生し，つづいて1969

年には大分県下の被害が拡大したため，1968～69年にか

‘けて両県下の状況を詳しく調査することができた。い

･ま，ここに年来の知見と今回の調査結果とを合わせ述

今べ，将来に論ける原野造林のネズミ対策に寄与したいと

思う。

筆をすすめるに当たり，今回の調査に格別のご配慮を

､いただいた大分県治山課長泥谷藤美氏を朧じめ治山課の

諸氏，熊本県治山課長坂井明良氏ならびに関係の各位，

林野庁造林保誰課の諸官，またご協力いただいた林業試

職場九州支場の各氏に対し，厚くお礼を申しあげるもの

･である。

、

と

《
一

写真l阿蘇内輪山のカヤ柏死地

その後は両県下とも小康を保った。その原因として，

1932年(昭和7年)10月14日～1952年(27年)9月30日

までの20カ年にわたり，この地域のイタチのｲ『雌を禁止

したことをあげている。特に，1934年（昭和9年）9月

～12月2日までに70匹のイタチを久住山国有林に放し

ている。しかるに，禁止の解除とともに，1952年中に大

分県の森営林署管内に20haの被害が発生し，つづいて

1957～59年にかけて玖珠・東国東両郡下にふたたび被害

が目立ってきた。1960～64年にかけては大分・宇佐・玖

珠郡下に広がり，1967～68年には日田郡にも及んだ。

熊本県下においても，1952年より阿蘇郡下に50ha

発生の歴史

阿蘇・九重山系の原野にネズミの被害が発生したの

‘は，古く明治初年にさかのぼることができる。明治中葉

の記録はあまり残っていないが，1899年(明治32年)に

銅蘇山の南部外輪山に発生した記録がある。末期になる

。
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の被害が発生し，1962年ごろまでに菊池郡にひろがっ

た。なお，前者では波野村と阿蘇・高森両町が中心であ

った。1965年には南小国村に発生している。この被害は

1966年ごろより阿蘇郡の全域にわたり急激に増加し，

隣接する大分県の被害地とを含めると，1967年までに

実に1,300haの大被害に発展し，さらに拡大しつつあ

る。また，1968年には阿蘇の内輪山に大発生し，防災用

に植えたカヤの根を500ha以上にわたって食い枯死さ

せたため，崩壊の危険すら生じるにいたり，新たな防災

上の問題を提起するにいたった。このほか熊本県の南部

にあたる人吉市・球磨郡下にも散発的に発生している。

ー
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写真2久住山ろくの地層

発生の要因とするにはあまりに微弱である。

生理的な周期発生であるならば，ハタネズミは4年の

周期で生息数が変動しているはずであるから，現在まで

にさらに多くの被害報告があってよいと思う。おそら

く，変動の波が小さいときは被害として目だたなかった

のであろう。それが大きな波，すなわち大発生のときに

初めて被害として取りあげられている。この変動の大

波，小波はなにに原因するのであろうか。この真因につ

いては，さきに述べたとおり明らかではない。しかし，

その誘因もしくは増殖を増長するもの，特に環境因子に

ついて考えることができる。いま，この原野での要因を

あげてゑると，次のとおりである。

まず，土壊と地形である。阿蘇・久住両火山からの噴

出物は，深い火山灰層となって原野の地表をおおってい

る。この土域はハタネズミにとってこのうえもない条件

を備えたものといってよい。したがって，土壌のもつハ

タネズミの許容量はきわめて大きいわけである。この

点，富士山などの溶（よう）岩流の発達した土壌条件で

のハタネズミの発生とは異なる。いうならば，阿蘇・九

重山ろくでは，ほとんど無条件に彼らが活動しえる土壌

といっても過言ではないだろう。

しかし，被害の発生から象ると，原野の限られた地域

に集団的に発生しているし，生息数の調査を行なって

も，均等に生息しているものでないことがわかる。要す

るに，広い原野に偏在して生息していることがわかる。

この偏在，すなわち集合生息地を詳細に調べて承ると，

それは共通点として地形をあげることができる。彼らは

たんたんとした原野の中心部ではなく，起伏のある地形

の斜面，特にその中腹部にある造林地が激害をうけてい

る。これは，ハタネズミが越冬する場合に，このような

地形を選ぶことに起因すると考えられる。彼らはかなり

土壌水分に鋭敏で，排水のよい適度な水分のあるところ

を越冬地として選ぶ傾向がある。したがって，この原野

発生の要因

この原野におけるネズミの被害は，ほぼ1世紀にわた

ってくり返され，次第に増加の傾向を示している。これ

＃ま原野造林の振興の結果として当然のことと思う。すな

わち，加害種であるハタネズミは草原性のネズミである

から，原野はまさに彼らにとって最高の生息地である。

そこに植栽するのであるから必然的な被害といえる。

ハタネズミの特性のひとつに著しい生息数の増減をき

犬すことが知られ，いままでの資料を雄理してふると，

日本産のものはおおむね4年の周期で増減しているよう

である。これは世界中のハタネズミに承られる現象で，

これを6年とぶる研究者もいる。いずれにしても，周期

性のあることは認められている。これを一般に周期発生

とよび，生理的な要因によるものとしている。しかし，

ハタネズミに生理的な刺激を与えるものは環境因子であ

ると考えられるが，この間の因果関係はまだ究肌されて

'財､ない。

環境因子の好転によるハタネズミの増殖はきわめて明

らかである。たとえば，ササの結実に伴う異常発生は，

あまりにもよく知られている。前記の大正年間における

大発生のおりには，竹林の結実枯死が大分県玖珠郡下で

．承られ，これを発生の一因とあげている当時の報告書

（丹羽岩槌：野鼠駆除とその成績，森小林区署発行，大

正11年）もある。また，1967～68年にもこの地域から

日田郡にかけて，ササの結実のあったことが報告され

ている。しかし，それが熊本・大分両県にまたがる約

.70,000haの原野にいるハタネズミの食糧源となるには，

あまりにも偏在し，わずかな面識で，とうてい直接の要

個とは考えられない。要するに，ここには食物の好転に

よる発生の要因は認められない。したがって，この場合

の発生は，ハタネズミ自身のもつ生理的な要因によるも

のと判断される。なお，阿蘇山の南ろくにあたる高森

|町・白水村でも，竹林の結実がつづいているが，これも

r両
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写真4採草地と造林地

阿蘇・九重山系にかけての原野開発は，熊本・大分両

県にとって大きな課題になっている。おそらく，当局と

してはこれを放牧地にして，牧畜を主体とした開発を計

画じ，その間に造林地を配侭し，いわゆる混牧林業，そ

れも北海道で行なっている方式のものでなく，両者が画

然と地域的にわかれている独特なものにするらしい。こ

れにば牧草地の防風林的な役目を果たすことも含まれて

いる。

このように牧草地と造林地とが相互に隣接して存在す

る場合には，刈り取りによるハタネズミの林内への侵入

は，い室より激しくなるであろうから，若い造林地の被

害は続発し，常在化してくるものと考えられる。特に，

牧野改良を行なうならば，チモシーなどの牧草を植える

ことになるであろうから，これらの密生する牧野は，い

まの状態よりハタネズミの密度は高くするものと思われ

る。げんに，久住山の南ろくにある大分県畜産試験場の、

牧野改良試験地に隣接する民有林の被害は，手入れ不良

と相まって激害をうけているのは注目に値いする。

この原野は，ハタネズミの増殖に対して土或と地形か

らくる宿命的なものと，採草や牧野改良による人為的な

要因とをもっている。しかし，この広大な原野の20～30

％は造林地にする計画であるから，これからのネズミ

対策はますます重要になってくる。それでは，どのよう

に対処したらよいのであろうか。その要点を次に述べる

ことにする。

1．定点における生息数の調査

このように周期発生をくり返す地域では，定点を設け

て定期的に生息数を調査する以外に予防の方法はない。

食物など環境因子の好転による増殖は，植物の結実な

どに注意していればよい。ところが，周期発生の場合に

は，なんらそのような前ぶれはないから，同じ場所で同

じ時期にくり返し生息数を調べることである。その方式

（22ページへ続く）

写真3加害された造林地

においては，特に地形の起伏が大きな被害をおこす誘因

になっていることはいなめない。

次に，植生の問題がある。この広大な原野は古くから

放牧地であり，採草地でもある。当然，ここは草原を好

んで生息するハタネ薮ミにとって，もっともよい植生条

件を備えている。これに加えるに，さきに述べた地形と

土壌の要因があるから，いわばハタネズミの最良の生息

地ということができる。このような条件下において，彼

らに生理的な要因が働いて増殖するならば，たちまち野

火のように広がっていくことは明らかである。さらに，

これを増長する要因がもうひとつある。それ健採草であ

る。

採草は秋に根ぎわより強く行なわれるから，地表があ

らわれる程度になる。いわば強度の下刈りをかけたのと

同じ状態になる。ハタネズミにとって下刈りが大敵であ

ることはすでに証明され，防除技術として取りあげられ

ているほどある。したがって，採草のため刈り取られる

と，ここに生息していたハタネズミは，よりよい条件の

生息地に移動する。この原野の場合には，それが造林地

とくに陽光の入る若い造林地なのである。もちろん，下

草の成育もよいからである。このため造林地内の生息密

度は著しく高くなり，本来なら10年生以下のヒノキ，

マツなどに被害が発生するのにとどまるものが，14～15

年以上のものまで輪状に剥皮されて枯死する。これは異

常に密度の高くなったことを証明するものである。

防災上の問題を生じた前記の阿蘇内輪山の一峯である

烏帽子岳の斜面に生じたカヤの絨死地は，飴そらく，カ

ヤの成育地という好条件と，排水のよい傾斜地形とによ

って増殖し，これに合わせて，内輪山にある草千里あた

りの採草に伴うハタネズミの移動も考慮に入れなければ

ならないと思う。

算
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ネズミ対策の要点
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特殊林産物をめくﾞる

最近の話題

伊藤達次郎

（林野庁・研究普及課）
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いわゆる特殊林産物と総称されるものには，食用とな

るものを主として30種以上もあげられる。

それらの生産の動向としては，増産の傾向にあるもの

や減産の傾向にあるものなど種友様灸であるが，総体的

にぷると年たかなりの増産となっている。

昭和43年における生産額はシイタケの250億円（乾

140億円，生110億円）を筆頭に総計500億円にも達し

ており，短期現金収入源として農山村の人なの所得向上

に寄与するところまことに大きなものがある。

このような現実を直視して，関係各位はもちろんのこ

と，一般の方食にも，特殊林産物なるものをもっと理解

し，関心を持っていただきたいものである。

それはさておき，これら特殊林産物の生産，流通上に

おける最近の主なニュースに焦点をあてて以下雑文を記

してゑたい。

1．シイタケ

1）種菌の活着不良

昭和43年におけるシイタケの生産量は，乾8,200}

ン，生33,200トンとわずか5年前の38年に比べても，

それぞれ1．4倍，2．2倍になっている。

このようにシイタケ生産は一見順調そのもののように

象えるが,そのうちにはいろいろの問題点を含んでいる。

種菌の活着不良もその一つである。現在は純粋培養種

菌による種菌法が普及しているので，植菌しさえすれば

種菌から原木内にシイタケ菌糸は伸展すなわち活着する

はずである。しかし現実には毎年どこかの地方で活着不

良が問題化して，生産者と種菌メーカーとの間にトラブ

ルが生ずることが多かった。

活着不良の原因としてほ次の各項が考えられる。

①原木の樹種が不適であったり，過乾，過湿などの

場合。

②植菌直後の過乾，長雨などの異常気象。

③種菌製造や貯蔵，輸送中における雑菌混入，変質

などの種菌製造管理上の不伽。

④挫協，生産者側における種菌入手後の保管の不適

による雑菌混入，変質など。

⑤植菌時に種菌を直射日光にさらしたり，乾燥し過

ぎた場合の活力低下などである。

その場合，生産者側は種菌の不良を指摘して損害の補

悩を要求し，種菌メーカー側は生産管理の不備をあげて

反論する。実際に野外での栽培であり，表耐上するのは

植菌後半年も経過した秋ごろになるので，多くの環境因

子が複雑に関連しあっており，さらに種菌製造に対して

は食品衛生法などのように製造規制，強制捜査などが実

施できる法的措置溌なんらとられていないこともあっ

て，その原因解明は非常に困難である。

結局両者の主張は結論の出ないまま水かけ論に終わ

り，種菌にも若干の責任があったと種菌メーカー側で認

めた場合に，不良種菌と同量ほどの種菌を再度無倣配布

する程度が実情であった。

しかしここ数年来全国的に種菌の活着不良が起こり，

生産者の死活問題として国会でも論議を呼ぶに至って，

根本的対策の早急な確立が強く要望されている。

現在までに一連の対策が打ち出されているが，種菌製

造基準の作成，種菌検査会の設立，共済制度の実施につ

いても検討されている。

①本年2月4日付けで主要種菌メーカーに対し，種

菌製造管理上の注意事項が林野庁から通達されている

が，これを製造基準までに高めるため，すでに2回にわ

たり主要種菌メーカー，学識経験者，林試，林野庁から

なる会議が開かれ検討されている。

②不良種菌の販売を防止するたあ種菌検査会を設け

ることも一部から提案された。しかし現在の技術では雑

菌による種菌の汚染は検査できるが，種菌の活力，変質

を簡単に判定できる方法が確立されていないので完全に

チェックすることは非常に困難である。もちろん出荷前

に雑菌混入の不良種菌を除去するだけでもシイタケ生産

の安全性の確保は著しく高くなるわけではあるが．…。

③被害を受けた生産者に対しては再生産資金の低利

融資のあっせんを図るとともに共済制度の検討もされて

いる。しかし，その問題点として，

ア．ほだ木，ほだ場の管理は適当であったかどうかの，

判定がむずかしい。すなわち災害認定に困難性がある。

イ．品種によって被害程度が異なるので被害率の筑出

が容易でない。

ウ．被害発生→屈出→審査にかなりの日数がかかり調

査幟切を失する。

エ．被害調査にかなりの経饗，人員が必要である。
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オ．一般生産者の負担金は種駒1コにつき2銭程度が

限界であり，給付金も種菌代くらいにしかならず，原木

代，労賃の損失まで補えないなどがあげられる。

これらの問題点を解決するためにほ行政上でも試験研

究面でも官民一体となっての総合的な努力が必要といえ

よう。

2）シイタケからイゾターフェロン誘導物質を抽出

ウイルス､に感染すると動物の体細胞はただちにウイル

スの増殖を阻害する作用の‘あるタンパク質状の物質，す

なわちインターフェロ才を作りだしはじめる。このこと

ば10数年前にイギリスで確認され，その後抗ウイルス剤

としてのインターフェロンの利用が注目されてきた。

去る8月10～15日東京で開催された第6回国際化学

療法会議において，東北大学医学部細菌学教室の石田名

香雄教授は「シイタケから抽出されたインターフェロン

誘導物」‘を発表されたb

こればシイタケの胞子から得られたものでとくにイン

フルエンザA2型の予防，治療に有効なタイプのものと

されている。実用化にはなお多くの研究が必要ではあろ

うが，保健食品としてのシイタケの前途な明るく開くニ

ュースであろう.。

2．ナメコの鋸屑栽培（箱栽培）

5年ほど前に福島県の相馬地方で試譲られたナメコの

鋸屑栽培（箱栽培）はまたたくまに県下全域に広がり，

その他の県にもかなり普及しつつある。

従来の原木栽培によるナメコ作りは西日本各地にまで

拡大されてきたが，その生産量は.ここ数年間伸び悩承の

傾向にある。

拡大造林，農山村開発などによって林内は明る過ぎる

ようになりナメコの適地は狭められ，原木と適地を求め

てそのほだ場は次第に奥地化してきた。

一方38～40年には夏の過乾，発生時期の寡雨が続き，

その結果がこの2～3年思うような収穫があげられなく

なった主因と考えられる。これからはいままでのように

植菌しっぱなしの粗放栽培では通用しなくなってきてお

り，シイタケと同様，環境に応じた集約管理がどうして

も必要であるが，農山村の労力不足も深刻なものがあっ

てなかなかむずかしい。このようなことから農家が自家

あるいはその周辺で栽培できる鋸屑栽培に傾倒していっ

たことは無理からぬことといえよう。

福島県における鋸屑ナメコの牛産豊は，昭和41年に

30万箱，300トンと急増し，43年には100万箱，800

トンに達したと推定され，他県の分を合わせると実に

1,000トンの大増産になっている。

ナメコが鋸屑から発生すること自体はなんら目新しい

トンネル利用のナメコの箱栽培（富山県朝日町）

ことではないが，この栽培法は農家の人なの創意くふう

によって軌道に乗ったものである。

それだけに企業として検討した場合に危険性も少なく

ない。

①企業化あるいは特産地化をはかるためには，栽培

原料としての広葉樹鋸屑が大量に，容易に，安く，かつ

継続的に入手できるかどうかがまず問題といえる。ブナ

鋸屑の豊富な福島県でも2トン貨車1台分が7,000円前

後となり引き続き値上りの傾向にある。

②農家では一般に培養材料の殺菌，接種後の管理な

どカビ類の存在や脅威についての関心が薄く，施設，技

術の粗雑さもかなり指摘される。

生産者数は栽培規模の拡大とともに整理縮小の傾向に

あるが，その内容を検討して承ると目まぐるしく交代し

4～5年間続けているものはごく一部にすぎない。

このことは栽培場所のカビ類の密度が次第に高霞り，

それに反して収量は急激に低下してくることを物語って

いると推定される。

③発生したナメコは原木栽培のものに比べると，ど

うしてもカサの色も淡く，クキは太く長くなりがちで肉

も柔らかく味も淡白になりがちである。温湿度，養分，

光線などをくふうして品質や味の向上に努めることが大

切である。

今春NHKテレビで紹介された富山県下新川郡朝日町

宮崎のナメコ生産組合による鋸屑ナメコ栽培は，現在使

用されなくなった国鉄トンネルを利用したユニークなも

のとして注目された。昨年11月下旬から220mのトン

ネル内にナメコ5,800箱，人工シメジ200箱を栽培して

いるが，同組合の順調なる発展を祈ってや輩ない。

ナメコの原木栽培も現在人工シメジ（ヒラタケまたは

カンタケ）栽培に採られているように15cm臆どの原木

の木口に鋸屑種菌を塗布して接種するいわゆる原木断面

接種法が長野県木曽地方で試承られているが，次第に各

二

。
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地に惨透していくのではないかと考えている。

3．本シメジの栽培とマツタケの増殖

信州シメジ，日光シメジなどの商品名で販売されてい

るいわゆる人工シメジの正体は，幼いときの形状がシメ

ジによく似ているヒラタケまたはカンタケであることも

．このごろではよく知られてきた。

本物のシメジ類はマツタケと同様の菌根菌で人工栽培

は非常に困難とされてきたが，一昨年奈良県中部で耕作

地に発生していたホンシメジ(LJ"妙"邸加α"γ昭tz""z)

が発見されて大きな話題となった。この腐生性の強いシ

メジは人工培地上に容易に子実体を作ることが確認され

たのでホンシメジの人工栽培の企業化が期待された。し

かし発生量，形質，味などの検討も必要で，まだ一般に

普及していない。

このようにシメジには寄生性（菌根性）のものから腐

生性の強いものまでいろいろの系統の存在することが明

らかになったが，このことは食用キノコ，有毒キノコを

含めた有用キノコ類の増殖にも育種的研究の必要性を示

しているといえる。

マツタケの増殖の場合もこれよりやや腐生性の強いバ

カマツタケ，マツタケモドキなどの近縁種が存在するこ

とは，全国各地から収集した多くのマツタケの系統につ

いて生理生態的性質を検討する必要性を暗示しているよ

うである。さらにマツタケの発生場所，すなわちシロの

土壌微生物相に関する最近の研究では，シロの外部の土

譲からは細菌，放線菌が多量に分離されるが，最盛期の

シロすなわち活性菌根帯からは細菌，放線菌は分離され

ず，藻菌類の一種であるハ伽γ"”C"tZsp・の象が分離さ

れる。またシロが老化しマツタケの発生が低下するにつ

れてふたたび細菌，放線菌が分離されはじめる。

このことからMb"彫》℃"〃Sp・はマツタケの随伴菌で

あり，マツタケ菌根の成長に有害な細菌，放線菌の繁殖

を抑え，菌根の成長を促がしていると考えることもでき

るo

このMbﾉ･""ぜ"αSp.は人工培撞が可能なので，本菌

の培養種菌をシ戸に接種することによってシロの成熟促

進，活力維持，老化回復をはかり，マツタケ増産に連な

ることを期待したいものである。

4，クリタマバチの発生ふたたび拡大

20年ほど前に猛威をふるったクリタマバチも抵抗性品

種の確保によってその影をひそめたかの感があった。

しかし39年に北海道森町に発生してから，その被害

唾次第に道南各地に肱大されている。その他東北，北陸

をはじめ小規模ではあるが各地に発生を拳ており，本年

睦茨城にかなりの発生があり，県当局でも防除体制に万

全を期しているようである。

現在までクリタマパチによるゴールの形成を翠ないの‘

は銀鈴の象で，園試で抵抗性品種として選抜された，丹

沢，伊吹，筑波をはじめどの品種でもその差こそあれ，

多かれ少なかれゴール形成が認められるようである。

国立園試その他における研究では腋芽中のタンニンの

うち縮合型のカテコールタンニンの含鐙が多い品種では

産卵された腋芽中で幼虫は死んでしまうためゴールを形

成せず，したがって被害を受けないが，加水分解型のピ

ロカロールタンニンの含量の多い品種ではゴールを形成

するといわれている。現在発生しつつあるクリタマバチ

が，20年前のものとまったく同系統のものか否かの論点

もあげられるが，少なくともクリタマバチ抵抗性品種の

再検討さらに改良が推進されなければならないのではな

いだろうか。

5．見なおされてきたオニグルミ

食生活の高度化とともにクルミの需要も増大してきた

が，その消費形態は大手製菓会社による洋菓子用原料が

大部分であり，加工の容易な菓子クルミが歓迎されてい

る。

たしかに菓子クルミは収量，品質ともに優れ，経営上

も有利であるが，植栽適地がクリよりも限定され，結実

まで5年はかかる。

そのため43年には国内生産瞳1,125トンに対し1,458

トンも中共その他から輸入している現状である。

長野県を中心に東北各県でも菓子クルミの増産に努め

つつあるが，最近では全国の山野に広く自生し，特に東

北，北陸地方に多いオニグルミの採取，加工がこれらの

地方でさかんになってきたようである。

石川県鶴来町や福島県喜多方市でばオニグルミ（若干

ヒメグルミも含童れている）がかなり大過に集荷され，

ようかん，もなか，まんじゅうなどの原料として消磯式

れている。喜多方市の場合は種実をその殻の表面が黒く

なる程度に妙ってから，さめないうちに殻を割って果仁

を採取している。種実を妙めるのは男子だが，殻割りは

近在の主婦が中心で，賃金は時間制ではなく，作業堂に

よっている。採り出された果仁は水洗後天日乾燥してか

らkg当たり1,000円前後で製菓業者に卸されている。

6．活発化してきたキリ産業

洋家具，代用履物の急速な普及によって需要が減少

し，テングス病の蔓延によって追い打ちをかけられて以

来低調であったキリ材の生産も，生活の高度化に伴って

ふたたび活発化の動きを象せはじめている。

キリ箪笥をはじめ，家具や室内の外装，内装用に優雅

で狂いが少なく，防湿，防火性に富むなど多くの優れた
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特性を持つキリ材が再認識されてきた。また骨とう，美

術品用の木箱としての需要も増大している。

この機運に沿って全国桐大会も活発となり，昨年は群

馬県で，本年は福島県で第11回大会が開催されること

になった。

7．タケの開花枯死対策

マダケの開花枯死現象は一部の地方ではすでに峠を越

えて回復しつつあるとのことであるが，やはり早急な対

策が強く要望されている。

行政上では「異常開花竹林復旧事業」の実施，普及組

織を通じての回復促進の指導などがあげられるが，試験

研究面では44年度から3カ年の計画で，国庫補助によ

る開花枯死竹林を含む「不良竹林の環境調査ならびに早

期回復試験」が実施されつつある。

従来，竹類の開花枯死現象は生理的なもので,その防

止は不可能とされてきた。しかし根本的な対策としては

開花枯死の防止に努めることであろう。

研究者間では研究すべき課題，その研究方法が検討さ

れているが，

①開花枯死竹林中にも開花しない健全竹の存在する

ことから，これらの系統を選抜育成する育種的研究が必

要であろう。

②ポットによる開花，結実促進に関する試験，研究

を推進し，その機構を明らかにすることによって，開花

を防止し，不稔性を解決できよう。

③従来の再生竹の保育法の改良も併行すべきであろ

う。

などがあげられる。

8．ウルシの特産地化の推進

ウルシも代替ウルシや安価な輸入ウルシの進出によっ

て需要を奪われ，タケ，キリとともに減産の傾向にある。

しかし高級美術品用としての需要は根強いものがあ

り，漆器の名産地として知られる地方では最近新植の気

運もでてきている。

津軽塗で著名な弘前市では，昨年，明治100年に際し

ての記念造林が市当局で計画されたようであり，また春

慶塗の高山市でも本年，県当局がその道の専門家を招い

て，ウルシの栽培，生産についての講習会が開催された

と聞いている。

その土地に適した作目であるならば，その需給の実態

すなわち生産，流通，消愛の動向を量的，質的に正確に

把握した上で高級品を限定生産することも，特産地化形

成を促進する一つの道ではないだろうか。

二
，
一

色

I

た植主に請うて一首一句の献詠を集め「松苗集」と題
して奉納した。その故事にならい，今でも府緑化推進
委員会，今里新地の奉仕により「松の緑の絶えぬ」事
を祈願し,松苗の図柄を染めた装いにより舞楽を奏し，
募集俳句の献詠，境内に松の植樹を行なっている。
煙の都，大阪の市内でひそやかに，おごそかに続け
られているこの神事を珍らしいこととして，あえて御
紹介しました。

（大阪府農林部水産林務課伴昇三）

〔詩戦局灘縦霊穂雲疑認斎す］

住吉大社松苗神事

住吉大社は大阪市住吉区住吉町に御鎮座，住吉大神
そこつつのなの

と神功皇后をお祭りしている。住吉大*IIとは底筒男
欺ことなかつつのをの象ことうはっつのをのゑこと

命,中筒男命，表筒男命の三柱の御
いざなぎの象ことよもっくに

神の総称で，伊弊諾尊が黄泉国から帰られ，筑紫
あはぎはら蝋そぎばらい

の日向の橘の小戸の楠原で祓除をされた時，

海の中からお生まれになった神様であるが，神功皇后
が新羅御遠征に当たり住吉大神の御加慾により，大い

に国威を輝かせられ'御凱旋の後大神の御神託后話晉
かのとう

てこの地に御鎮祭になり(皇后摂政十一年辛卯年),後，
皇后をも合わせ祭られたもので，明治以後は官幣大社
であった。

大社の祭祀は千七百年来連綿と続けられており，年
間多くの祭礼，神事の中でも，特に御田植神獅，ある

いは住吉祭などは大阪の年中行事としても有名で多数
の参詣人でにぎわうが，毎年4月3日に行なわれる松
苗神事はあまり知られていない。
大社は現在海岸から約7km離れているが，昔は海

岸に近く住吉の松として有名であったものが，天明の

ころ枯死しかけたので，俳人加部仲ぬりの妻吉女が大
伴大江丸とはかり，風流人に松苗の献木を斡旋し，ま

一

〔 山の生活
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違いがある。前者の場合は春早く開叙したものぼど長

く，後者の場合は下位ほど長い。

（4）同化量の大小は周期的に現われる。つまり，周期

性があるといえる。これは肥大成長量の測定で知った。

また,葉の節間の伸長にも周期性があるように思われる。

2．「うるしのき（植物)」の生産物について。

（1）「うるしのき」が光合成によって作った生産物質

を生理的に推察すると，「うるしのき」自身の栄養のた

めに活用する物質と，活用しない，いわゆる無活用とい

う物質の二つがあるといえる。

（2）活用される物質とは，一般の植物と同様に代謝作

用に役立つもので，いわゆる’養分となるものをここで

はいうが，糖類，でん粉，脂肪などで，無活用物質は代

謝作用には加わらない「うるし液」で，植物生理学的に

は樹脂，精油，セルローズも無活用物質と同じである。

しかし，「うるし液」が栄養的には活用されないとはい

え，何かのため（傷を塞ぐためとか，外部の加害に抵抗

するためなどと人間が勝手に考えているが）に作られる

のか，わたくしも，人間の生理とも比較？して，現在も

探索している事がらである。

（3）「うるし液」になる物質はわたくしの推察では

「うるし液溝」（元林試技師高橋憲三氏が名付けた）と呼

ばれる管のようなものに含まれ，その管が生きていて，

周囲の柔組織から養分やその他の無活用物質？を吸収し

て「うるし液」のようなものを作るのでないか，そして

空気中に浸出して「うるし」（成分的に）となるのでな

いかと。それというのは毎日，傷付けると（うるし採取

は4日ごとに傷付ける）「うるし液」の惨出ばほとんど

ないばかりでなく，甘水（砂糖水のようなもの）が惨出

し，また，隔日ごとに傷付けを行なうと粘澗な白甘水

が，3日ごとに傷付けるとしばらく粘稠が強く，そして

樹脂とエステルなどのカクテル状態のものが渉出するこ

となどから推察したものである。なお，採取を4日ごと

に行なうのは，このことと，樹の傷の回復？を考えた経

験からの作業法で，暖かい地方で回復の早い若木の場合

は3日ごとに採取してもよいと思っている（ベトナム，

ビルマの一部の地方では3日ごとに採取していることも

知っている)。

（4）「うるし液涛」という管はどんなものか，植物生

理的にいえば乳管のようなもので，養分の通路ではな

く，排泄物？を入れるような管系で，細胞が分裂すると

きに生ずる，植物学上でいう離生間隙によってできるも

ので，そんなに長く連続しているものではない。

（5）なお，この液溝は，細胞の分裂する形成層の形成

とともに作られる。したがって，肥大成長旺盛のときに

一
わたくしは「うるしのき」という植物を意識して観察

し，調査してから約40年になる。現在も自宅の空地に，

この植物を育成し観察を続けている。40年の間には各地

に植栽されたものにつき，いろいろ調査したり，自宅の

庭（埼玉県浦和市）と周囲に自ら苗木を作り，それを

10数本植え付けて10数年間，ある一定の調査方法によ

って観察と調査を行なったが，その中で，「うるしのき」

という植物ば，どのような生理的，生態的特徴をもって

いるのか，また，その他の広葉樹にもそのような生理的

現象が共通的でなかろうかということを感じ，知ったこ

とが多い。昭和41年退官してから，暇を作って，当時

の調査メモを整理しているが，メモの中から，「うるし

のき」に教えられた生理（植物）の一部について数学的

なこと，理論的なことはさておき，わたくし自身の観察，

調査の結果をメモ的に紹介し，今後，この種の研究を行

なう者のご参考に供し，誤りのある場合は訂正なされ，

後輩にお伝え下されば幸いである。もちろん，植物（林

木を含む）生理的な現象，事がらは，その道の学者や研

究者によってすでに明らかにされ，発表もされているこ

ともあるが，わたくしは，この目で見，観察調査の結果

から得たものであるから，すでに発表された一般植物

（林木を含む）の生理のそれとは若干違うこともあるこ

とをお含承願いたい。

1．光合成について．

（1）葉の成長と着葉数の増加とともに同化量は増加す

るように思うが，その増加量は葉緑素（ここでは濃淡）

の増加ほどではない。

（2）しかし，色素量が大きい（濃緑）からといって同

化量が多いとはいえない。

（3）葉緑素は出葉当時は薄く，漸次，色素量を増し，

一定の濃さになるが，その一定の濃さになるまでの日数

は，その葉がいつ開叙したか，その時期と，出葉したと

ころが幹（または枝）の上位か，下位かによって長短に

Q

－
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「うるし液溝」生成が盛んで，この期間は初夏から夏に

かけてである。この「うるし液溝」は形成層が樹皮と材

にわかれることによって樹皮の部分に存すものは靱皮部

の節管末内に残り，材の部分に移ったものは他の細胞に

圧迫されて「うるし液溝」の機能を失うことになる。

（6）成長期間中に枝や幹の皮部に飾管部の維管束を中

断するような傷を付けたらどうなるか。

光合成によって生成された物質は大部分，傷付けたと

ころの上方に停滞し，「うるし液」が浸出，固化し，そ

の後，組織を肥厚させ，これに対し，下方は肥厚せず，

凹部となる（この傷を付けた瞬間に「うるし液」が上方

からと下方から惨出する状態が眼でわかる)。

3．「うるしのき」の生育状態

観察している間に成長といえばどのようなことを指称

したらよいのか，また，これから使う成長の意味をどの

ように表わすかと考えてみたが，結局，成長し終わった

状態になるまでの経過を指称した方がよいのではない

か，このことはわたくしだけではない，植物，動物の成

長をそのように解釈した方が誤まりがなL､であろう。以

下，成長とはその意味である。

（1）「うるしのき」を構成する各器官，たとえば茎，

葉，根などの各器官が，相互に生活をしているが，また

一面，互いに助けたり，抑制などを行なって，1個の植

物の成長と生活力を保持しているといえる。

@）そして，「うるしのき」（植物）の成長を観察し

ながら人間（動物）の成長との比較を考えてみたが，人

間（動物）は生まれた時のそのままの体形（一部に変態

があるかもしれないが)，そのもの全体にわたって一様

に成長が行なわれる。したがって，体を構成するそれぞ

れの器官が年齢的には同じであるといえる。

しかし，「うるしのき」（植物）は，いわゆる’成長

点（帯）とか形成層の部分に限られて，これらの点，部

分が，次から次へと新しい組織とか器官を作りあげて，

部分的には古いものは新しいものに機能は交替をする。

たとえば，形成層が内部に材を形成し，また，年盈，枝

が伸び，広がりをみるのも，それである。このようなこ

とは「うるしのき」ばかりでなく，すべての植物の成長

の特徴といえるであろう。

（3）このような成長の中から，新しい器官が春であれ

ば葉が，花が形成され着生するが，これらの器官も一定

期間後には生活機能を終えて落下し，また枝という器官

は発芽した稚苗から幼木になるにつれて初めて発生し，

それが毎年，1回分岐し（｢うるしのき」は-マツと同じ

に）成長する。この枝も樹高とのバランスから7～8年

後には，その成長を終える。このようにある一定年後に

朧伸長成長が終わるのはどのような生物でもい元ること

だし，また，伸長成長，肥大成長の股も旺盛な期間も，

生物の種によって異なるし，また，存することであろ

う。「うるしのき」の伸長成長（率で）の旺盛なのは発

芽後，4～5年，肥大成長は8～9年といえる。

Q)さきに植物の成長は成長点（帯）に限られて行な

われる，つまり，向頂的といったが，茎でも菜でも枝で

も，それがおさない時の成長道程では，ある伸長までは

全体が1単位（いわゆる’帯というべきだろう）として

伸長し，漸次”向頂的に移るということである。

（5）(3)でもふれたが，成長は長さの増加から行なわれ

る。この成長が旺盛か，否かは，気温(湿度)，日光(光

線）によるほかに「うるしのき」内の要因によって支配

されると思われる。

（6）「うるしのき」内の要因とは「何か｣，これを一般

植物生理学でいう要因とすれば，「長さ」が増加する場

合に細胞液も増加し，膜が拡大するが，その膜を伸ばす

のが膨圧か？でその膨圧は吸水圧とともに惨透圧の増

加によって高童るといわれている。

（7）そうだとすれば成長を盛んにするためには診透圧

を増加すればよいことになる。この診透圧はその道の説

によれば温度に比例して増加するといわれている反面，

成長は温度が高くなり過ぎるとかえって減じ，停滞する

ことが事実で，「うるしのき」（俗に日本うるしという）

がブラジルのサンパウロ州で生育が悪いのは，そのため

でないかと昭和28年，視察して思ったことである。

（8）成長は縦と横にどのように行なわれるか，わたく

しは「うるしのき」の小葉の形について，いろいろと調

査した。その結果，表面的には縦の方向に伸び（成長)，

その伸びが終期になるころから横の伸びが盛んになる。

このことは幹(茎)の成長でも同じで，伸長成長は4月か

ら行なわれ,肥大成長の盛んなのは7月上旬からである。

（9）根はいつごろ（何月ごろ）から，活動を開始する

かを調査したことがあるが，少なくとも「芽の開叙以前

から行なわれ，このことは「うるしのき」ばかりでなく，

庭のどんな樹木でもそうであるように思う。

⑩また，こんなことも知った。（イ）成長しつつあ

る葉の節間は低温が続けば短くなることを，そうだとす

れば，成長期間に気温が低い.ときは幹の伸びも悪いとい

える。「うるしのき」などのように，その年の伸長蛍が

わかる（枝の分岐から分岐までの長さで）樹木は明らか

にそのことを教えるといえる。（ロ）冬に幹や枝に傷付

けを行なって採った「うるし液」は糖が多い。この糖は

化学的にみればブドウ糖である。つまり，このことも，

どのような樹木にも通用しえることであろうか。（ハ）

一
一

一

ざ
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「うるしのき」の成長（幹または枝の）をみると，高地

(30数年前に岩手県で植栽地について調査したもので，

高地とはわたくしの場合気温の低いところである）の西

向きの傾斜地にある「うるしのき」は，東向きの傾斜地

にある木より成長がよかった。このことは光線の強さと

気温のバランスが必要であることを教えたのでないだろ

うか。（二）光線は葉の形を変えることで，日蔭の葉は

日射の強いところの葉よりも緑が淡く，しかも柔らかく

大きくなる。

植物生理学でいえば当然だが，大きくなることはよい

としても，緑が淡いので，同化量が少ないか.ら，「うる

しのき」の植栽地はあまり日射の強いところ(｢うるしの

き」もいろいろ制約をうける）はさけ，適当に光線をう

けるところが適当である。なお，日射の強いところの葉

をみると，いわゆる柵状組織が発達したのか，厚く，葉

脈がよく発達している｡(ホ）また，葉（ことに小葉）

の形や大小は「うるしのき」の幼老齢によって異なる。

つまり，幼齢のもの嫁細長の小葉でも成長すると大き

い楕円形になるが，老齢のものはあまり変化がない。

（へ）枝の断面の成長状態をみると，枝の発生後1～2

年間は目立たないが，3～4年後の枝になると上側より

下側が肥大しているのがわかる。それは形成層の働きは

同じでなく，幹でも横向きになれば形成層の働きが上下

に差を生じ，そのような不同の肥大をきたすものと解す

べきであろうか。（ト）幹（枝も含む）の一部に傷をつ

けると，その上位，下位の部分が発達したり，不定芽が

できたりする。また，枝の先端を切ると休眠中の腋芽

が伸び出したり，あるいは枝の向きが変わる。これは生

理的にいえば，傷によって発生する一種の刺激過程の現

われで，植物生理学では両方の変化に交互作用があるか

らといっている。この交互作用であるが，植物が成長す

ることも開花することも，また「うるし液｣の惨出する

こともこの作用によるといえそうだ。この交互作用で思

い出すことは，漆掻取人が枝の出ている幹の面に傷つけ

を行なわないのは，幹と根葉との間の養分の流通を図る

ためで，幹が痛めば根の菱分の吸↓､上げもよくないとい

う交互作用？を知ってのことでなかろうか。反対にある

1例の根を切断すると，その直上方？にある枝が衰弱す

ることも，その交互作用によるといってもよいであろ

う。（チ）発芽後，3～4年の幼木は樹皮に浅い（材部

に達する程度）傷をつけても，3～4年後には原形？に

回復するが,5～6年以後に傷つければ細胞分裂は遅く，

回復せず傷面が残り，著しいものは凹部となる。このこ

とで，幼齢時は活力が旺盛であることを知るとともに，

このように回復しようという力（植物生理学的には交互

作用の一つである補充反応とも呼んでいるようだが）は

材質部にはほとんどなく，しかも，この力は樹皮の皮層

と形成層の働きによるものであることも知った。（リ）

「うるしのき」にも植物生理学でいう変形がある。それ

は，2～3年生の幹（茎）の頂芽を切ると両側の腋芽が

伸び，枝となるべき一つの腋芽は,‘やや直立して幹の代

用？となり，一つの腋芽は枝となって斜生する。これを

変形とわたくしはいっている。もし，頂芽を切らない場

合は両側の腋芽は枝となって伸びるので，「うるしのき」

は枝の分岐数によって樹齢がわかる。このことはまえに

も述べたとおりである。

4．成長状態を別の面から観察して

（1）「うるしのき」（植物）の示す生活現象と人間の示

すそれもきわめて似たところがある。そして，いうまで

もないが「うるしのき」（植物）の体制は，義分を吸収

するために根があり，日光が体（幹，枝）の内部まで達

することができないから？薬をつけ，その葉の配憶をよ

くするために枝なるものを出しているといわれている

が，まったくそのとおりである。

や）そうだとすれば，われわれ人間は，そのことをよ

く知って，利用しようとする部分を増長すべきである。

幹を利用するという林業は幹の成長を増長すべき技術を

加えることであり，幹を伐採するということはその植物

を抹殺することにもなると認識すべきである。また，

「うるし液」を採るための「うるしのき」（植物）の利用

部分（幹）の成長増長は，さきに述べた代謝作用を盛ん

にすることで，そのために，葉の配置と枝付数のバラン

スを考えるほか，それと根の養分吸収のバランスを加え

た育て方を行なうべきで，ことに採液の年には細胞分裂

（成長）を盛んにしつつ，採液を行なうための傷つけを

行なうことが肝要で，このことが採取技術のこつである

といえる。

（3）次に，さきにふれた「うるしのき」を構成してい

る根，葉，枝などについて，観察した，その一部を述べ

ておこう。

（イ）根，発芽当初幼根が地中に入り，太さが加わり

主根となり，後に側根ができる。主た，一般に地中にあ

るものは根の部分といえるが，後に幹（茎）の部分も地

中に埋まる（根が縮承，幹（茎）を地中に引っ込めるた

あといわれている）こともあるが，「うるしのき」の場

合は，このほか幹と側根がいよいよ太くなると，側根ま

でが，地上に鱗出し，どこまでが幹でどこからが根であ

るかわからない場合もある。

（ロ）葉，葉序は枝がでてからと，でない時の，また，

枝付けの角度が大であるか小であるかによって違う場合
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たのか，わたくしはどちらであるかわからないが，5年

目にならなくとも，また樹高の高低には関係なく，頂芽

を切断すれば4年目でも腋芽が伸びて側枝が発生したこ

とは経験して知っている。

（卜）また，肥大成長が盛んになると思われる年齢？

は側枝の発生したころからで，その以前の肥大成長は盛

んである（伸長成長が盛んであるからか）とはいえない。

（チ）成長不良の「うるしのき」は下位の腋芽が伸び，

枝というよりも，価値（光合成には）のない小枝になり

やすい。このことで成長の良否がわかるといえよう。

（リ）花成について，花は前年枝の頂芽が開叙して最

下位から2～3葉目のところに着く，したがって，その

花成は前年の夏ごろから行なわれているといえる。そう

だとすれば，花の数は，その年の春の条件でなく，前年

の夏（7月ごろ）の条件によるといえる。

以上「うるしのき」の生理的についてきわめておおざ

っぱに，しかも抽象的なことを述べたが，このことを知

るために，数多くの調査資料を整理した。このほか，調

査数字をグラフにして，「うるしのき」とはどのような

成長を行なう植物であるかを見い出そうとした。グラフ

によって現在まで整理できた結論？ぼ次の機会にゆずる
ことにしよう。

がある。わたくしの観察が正しいとすれば，葉序は遺伝

的であっても，ことに光線を求めようとする植物の場合

は葉序を明らかにすることが困難である。「うるしのき」

は2/5の葉序であると思うが，その困難が格別である。

（二）葉は葉片，葉柄，葉基部よりなり，葉柄に葉片

と葉基部の中間の部分が伸長することによってできるも

ので，全体としては葉の内で一番最後にできあがるとい
える（後葉の小葉の片は最後の最後だが)。

（ホ）そのようにしてできる葉柄も部分的にはねじれ

ながら伸長していることがはっきりわかるが，このこと

は，「うるしのき」の葉の葉柄はそのようなものなのか，

環境との調和からくるものかを調べたが，日光を受けよ

うとする環境の調和からくる方が大きいのでないかとわ

たくしは観察している。

（へ）枝についてであるが側枝は腋芽が伸長して，で

きるが，その腋芽は頂芽に接近しているものほど成長が

良好で，下位のものほど悪い。このことは成長の極性と

の関係であろうか。

また，最初の側枝の発生するのは「うるしのき」では

発芽後5年目（自然に放置した場合）に多いが，この5

年目というのは組織的分化からか，それとも樹高の高さ

のか，つまり，惨透圧などの関係から腋芽の伸長を促し

ゲグ”ノククグノタ"〃""ク〃""""”づみ〃~”ヂグ"少”"ず"クグ〃”ノノク〃クク〃""”ダﾉソ々 クグクグノゾJ"""”rﾉｸ""""ノタ”ク一＝●ダｸダダづ‐●”"ダ〆‐″"""グー『”ヂゴグ‐””ダダ"”クヴ"ダダ"ヴゲ／ググ々タグ"ゾグ""ヂﾉソダｸ”ググゾグ""”""'"タグ"ノク”クグノゾ""ｸ′ﾉソｸ〃ｸククﾉ"タクザ'グググ"“グノタ凌々●""タクク"′Jゾグ勿夕夕〆/ノタ"ゴクノゾグク"”線′"”ｸﾉ"夕”ずFﾉ〃.ク

（14ページから続く）するには，下刈りを行なったあとに毒剤を散布しておく
は林野庁によって決められているから，それに従って行ことである。また，この原野の北部にある台地や，阿蘇
なえばよい。ただ，このような単純な地形が連続する地山の上部では冬の間に被害が発生するから，秋の散布は
域では，なるべく多くの定点を設けないと，その地域の重要である。これに反して，阿蘇山の南ろくや，大分市
発生を予測することがむずかしいのである。できるかぎ付近では春に発生するから，秋の散布とともに春に被害
り被害の発生した経歴地を選ぶのが常道なのであるが， が発生する直前に行なうことによって目的を達すること

これもこの原野では適合するとはかぎらないのである。ができる。この春の被害発生は，その冬の寒さや雪によ
しぱしば，予想もしなかった斜面に被害の発生することって冬の発生に変化するから，秋の散布も慎重に行なう
でもわかる。これは，さきに述べた土壌と地形の連続が必要がある。ここでは殺鼠剤に防水性のあるものを選ぶ
原因するのであろう。ことである。安全をきすならば，春と秋に殺鼠剤の散布
この調査によって,1ha当たりのハタネズミの生息数を行なうことである。
が15匹前後であるならば，かなり危険な状態と考えてよ3．情報の交換を密にする

く，すでに一部にはヒノキに被害も生じていると思われ今回の発生の場合も，また大正年間の発生の場合も，
るから,10年生以下のものについて調査する必要がある。熊本県下の発生は大分県下のものより1～2年遅れて発
2．造林地の下刈りの励行生している。また，地域的に承ると，久住山の方向から
おそらく造林地は開発計画の進展に伴って，いまより波野村，ついで高森町，白水村と，次第に発生の波が移
以上に採草地と隣接した状態になるであろうから，下刈ってくる傾向が誤られる。これは防除を行なうのに重要
りをよく行なうことによって，侵入を防がねばならななことである。これと同じく，大分県の珠珠・日田両郡
い｡しかし,採草地に比べれば粗放になるであろうし,下に発生した場合にも,熊本県の阿蘇･菊池両郡特に小
この地形では斜面に植栽することが多いから，わずかな国町の付近に発生する傾向がゑられる。この発生傾向
発生を象ても，すぐに被害を受けることになろう。は，関係者の情報交換によって容易に知りえるものであ
このような採草地から侵入する個体による被害を防止るから，なんらかの方策を考える必要がある。
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地域別に承た下刈り終了時の樹高一スギ

立木密度別に象た下刈り終了時の樹高

(3)下刈り方法について（回数）

(4)下刈りの時期について

(5)下刈り終了時の造林木の樹高と雑草木の草丈の差

について

表－1県別，樹種別調査件数集計表

－－－－－－
－－－

下刈りに関する実態調査

県別遡箪スギ’
福島56

茨城71

千葉52

埼玉6

栃木5

東京

神奈川17

群馬2

山梨43

長野11

岐阜12

新潟15

富山5

静岡

愛知7

計238

ﾋﾉｷ|ｱｶﾏﾂ|カラマシ
53411

44

1513

計
一
峨
晦
帥
６
４１

植田 正幸

(茨城県・林業試験場）

－－－－－－－－ﾛ－,ー

－－－－－－一寸－，F一一

1．まえがき

この調査は，昭和42年度の関東，中部林業試験研究

機関連絡協議会，土壌肥料部会によってとりあげられ，

ブロック内の各県から送られた調査資料を茨城県がとり

まとめたものである。

いうまでもなく，下刈り作業は，地域林業の特徴に基

づいた技術によって成り立たなければならないのである

が，通覧して見ると，実際には意外に漠然とした技術の

踏襲によって行なわれているような気がする。

しかしながら一方では，最近の林業情勢は，下刈り作

業についても，機械力の導入や除草剤の使用など，新し

い技術による省力策を積極的にとり上げざるをえないよ

うな状況に迫られてきている。あえて土壌肥料部会で下

刈り問題をとりあげたのも，このような観点から林地肥

培という技術の投入で，下刈りの省力的効果がどの程度

期待できるかを検討する基礎資料としたかったからであ

る。そこで，慣行技術に再検討を加え，またこのような

新しい技術を慣行技術の中に体系化するためには，どう

しても従来の下刈り作業について，地域ごとの実態を把

握しておくことが大切なことのように思われる。

そこで，専門部会としてはこのような観点から，問題

提起の意味も兼ねて，ごく大まかな方法ではあるが，ブ

ロック内の各県での実態調査を行なったわけである。な

端，調べられたのは下記のような項目についてである

が，今回はこれまでの調査例の少ないところから，特に

造林木の生育状態と下刈りとの関係を重点的に取り上げ

た。

2．調査された項目および件数

（1）下刈り終了時の林齢について

樹種別の下刈り終了時の林齢

地域別に承た下刈り終了時の林齢一スギ

立木密度別に承た下刈り終了時の林齢

〈2）下刈り終了時の樹高について

樹種別の下刈り終了時の樹高

‐
5 4

４
４
９
５
５

１
３

１
９
１
８
１
５
６

３
２
３
２
１

１

２
８
３
１

２
１

１
１
９
３

１

一

|’

1

4

100

8

107

19

48136

3．調査誉結果

（1）下刈り終了時の林齢について

樹種別の下刈り終了時における林齢の件数頻度を図一

1に示した。

下刈り終了時の平均林齢は，早い順に，カラマツ5．1

年，アカマツ5．3年，スギ6.5年，ヒノキ6．8年となっ

たが，各樹種とも6～7年間にわたっており，かなりの

ばらつきのあることがわかった。特にスギでは，この傾

向が大きく10年間も下刈りを続けている例も見られた。

また，スギについては，下刈り終了時の林齢が，気候

に基づいた地域差によって違っているかどうかを調べた

ところ，図一2のように，関東・東海地区が，東山地

区，北陸地区に比べて，やや短い林齢で下刈りを終了す

る場合の多いことがわかった。なお，この場合の地域区

分は，土地利用調査報告書（1963）の「林業から見た日

本の地域区分」をもとにして下記のように区分けしたも

のである。

関東・東海地区福島，茨城，千葉，埼玉，栃木，東

京，神奈川，静岡，愛知

東山地区群馬，山梨，長野，岐阜

北陸地区新潟，富山

一

L

和
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図－1樹穂別下刈り終了林齢

件
いるか，言いかえれば，どれぐらいの樹高になった時

頻数
に下刈りを終えているものなのかを調べたのが図－3

地区である。図－3によると，アカマツでは150～250cm
の樹高範囲で下刈りを終了したものが多かったが，

スギ，ヒノキ，カラマツでは，いずれも250～350cm

の範囲で下刈りを終えたものの頻度が高かった。ただ

し，いずれの樹種についても，かなりの樹高範囲にば

らついていることがわかった。

また，スギについてこのような下刈り終了時の樹高

が，気候に基づく地域差に関係して違うものなのか
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下刈り終了林齢を，林齢の時と同じようにして調べてみた。その結

図－2地域別にふたスギの下刈り終了林齢 果，図一4のように，北陸地区では,350cm以下の樹

次に，下刈り終了時の林齢と立木密度との間に関係が高で下刈りを終えてしまう例が多かったのに対して，関

あるかどうかを調べて象たが，どの樹種につﾙ､ても鯛ら東，東海地区と東山地区でば,350cm以上の樹高になっ

かな関係を認めることはできなかった。ても下刈りを続けているものの件数がかなり多かった。

（2）下刈り終了時の樹高について主た，下刈り終了時の樹高と立木密度との間に関連が

下刈り終了時には造林木の樹高がどれぐらいになってあるかどうかを調べたが，どの樹種についても明らかな

、
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ダ

関係を見い出すことはできなかっ

た。

（3）下刈り方法について

表－2に下刈り方法別の件数頻

度を示したがどの樹種についても

年1回刈りの場合が断然多かっ

た。ただし，スギ，ヒノキでは，

1年目1回～2．3．4年目2回～

5年目以降1回刈りという例もや

や多かった。

（4）下刈りの時期について

下刈りの行なわれている季節を

年1回刈りの場合について調べた

のが表－3である。

スギの下刈りは，7月中に行な

われたものが半数を占め，ヒノキ

では7月から8月にかけての例が

多かった。アカマツの場合には，

スギやヒノキに比べると早目の6

月の下刈り件数がやや多かった

が，しかし，過半数が7月中に行

なわれ,8月に入ってからも26％
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下刈り終了時の樹高図－3

もの件数が見られたのは予想外であった。カラマツで

は,大部分が7月中に行なわれ，そのうちでも7月上旬

に行なわれたものが4'％を占めて多かった。

（5）下刈り終了時の造林木の樹高と雑草木の草丈の差

下刈り終了時点では，造林木と雑草木の高さの差がど

れほどになっているか，言いかえれば造林木が雑草木よ

りもどれぐらい大きく育った時に下刈りを終えているも

のなのかを調べたのが図－5である。

各樹種ともかなりの幅があったが，傾向的には，アカ

マツでは,200cm程度の差がつくまでに下刈りを終了

した件数が多かった。それに対して，メギ，ヒノキ，カ

ラマツでは，それ以上の差になる
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他樹種に比べて草丈との間に300
38

cm以上のかなりの差がついてか

らも，なお下刈りを継続している

例がかなり多く認められた。
14
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200300400500600700c"によってそのやり方は違うし，造

樹測林方法や施業の集約度，あるいは
終了時の樹高労務事情などによっても影響され
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表－2樹種別の下刈り方法表－3樹種別の下刈りの時期1年1回刈りの場合
－

違運_|ｽギ
愚野卑榊,;｡|""
¥ゞ"鮒職'‘"‘ヒノキ（％）12

…"|*｡
アカマツ（％）2

Ｉキ
Ⅵ
１
１
１
１

％
９
２

ノ
グ
１
７

上宗砿芳藍～
アカ

マツ

（％）
81

4

｜
吻
万
３

ラ
ッ
カ
マ

（％）
63

2

一

毎 年1回

1年目1回，2年目2回，
3年目以降1回

1年目1回,2，3年目2回，
4年目以降1回

1年目1回，2，3，4年
目2回，5年目以降1回

1年目2回，2年目以降
1回

1，2年2回,3年目以降
1回

1，2，3年2回，4年目
以降1回

計

５
－
８
５

３
３
－
７

１
９
－
４

２
３
３
８

１

どについては，きわめてばらつきの大きい実態がうかが

われたり，また下刈りの時期についても，一般的に考え

られているような季節とは，かなりかけ離れた時期に行

なわれているなどの，いくつかの興味のある実態が捉え

られた。

下刈りの実態が，理論や一般的な予想とは違ってさま

ざまな様相を呈するのは，下刈りに関係する自然的な条

件のぼかに，人文的，社会的，経済的な条件がいろいろ

からんでくるたあと思われる。このことは，育林那業一

般についても言いうることではあろうが，こうした傾向

2

100

64

100100100

､

る。この報告は，こうした諸条件を無視して一括したご

く大まかな実態調査の成績なので，細かい考察や検討を

加えることは避けたが，しかしながら，それにしても下

刈りの終了林齢や下刈りと造林木の成長状態との関係な

句
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は今後ともますます強まってくるであろう。したがっ

て，合理的な技術を開発したり，また，新しい技術を林

業経営へ真に定着させるためには，まずもってその技術

が，それを規制する外的諸条件を満足させうるものでな

くてはならないということである。今回の実態調査が，

このような意味から，いくつかの問題点を提起しえたと

すれば，専門部会としては望外の喜びである。

終わりにあたって，この調査の取りまとめの御助力を

賜わった林業試験場，土じよう部の塘先生ならびに当場

造林経営部研究員には厚くお礼を申し述べたい。
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病害虫にかかりやすく，地質を選び公害に弱いなど，

街路樹としては不適で，ただ日本の国花であったため

使用されたのでしょう。シリーズ21にこのソメイヨ

シノザクラの原産は日本か朝鮮かということや，な

ぜ，昔の人は川辺にサクラを植えたのか，その他，サ

クラにまつわる話を雷きましたのでご随になればおわ

かりになることと思います。

〔街路樹シリーズその20〕

ソメイヨシノザクラ

一
一

《サクラと聞けば，日本の国花であり，日本人であれ

;ばだれでも知っている樹木です｡しかし,一言で,サ
《

；クラというと，サクラ属(Prunus)全体をさしていう
《ことになるのでサクランボはもちろんのこと，モモ，

ミウメ’アンズなどもサクラの仲間といえます。

§大体,大きく分類して，花を賞饗するサクラは東洋

；に限られ，果実を主体とするサクラは西洋種もしくは

;中国原産とお考え願えれば,ほぼ間違いありません。
ミさて今回は，このサクラの中で一番多く，街路樹と

ミして使われておりますソメイヨシノザクラについてお

；話ししましょう。この樹木は落葉喬木と申しましても，

；それほど大きくならず高さ15mといったものは数少

；ないのです。それというのも，この樹木は上に向って

;拡開形になる樹木であるからでし聖う。
：現在都市発展のため,最大の被害を受けている樹木
；といえばこのソメイ雪ｼﾉデｸﾗであり,東京都心地
;はもちろんのこと,そうとうに人里離れた所でないと，

:成長困難な憂目にさらされている樹木であり，言いか
》えれば公害（排気ガス）に大変弱く，現実に，毎年の

;ように都心に植栽されている街路樹をはじめ,各地の
》公園内のこの種のサクラは樹勢が次第に衰えてゆくぱ
も

＃かりで，補植しても，その効果はありません。
2

；いやこのソメイヨシノザクラは，昔から街路樹とし
ち

；てはあまり感心できない樹木で,よく「桜切る馬鹿，
;梅切らぬ馬鹿｣などという諺のように剪定はできず，
…、〆屯色馥､子…も少専心〆－－沁〆､諄角〆､馥¥令〆…ゴも…◆設奄〆｡…もず①ら.－勺b～､…〆七ぬゆ面日…ぬ〆今~

一

0

中野区・江古田

文，写真・落合和夫（東京都・道路工事部）q
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林地残材とチップ資材について

鈴見健次郎

(K.K.岩倉組）

1．はじめに

周知のように国有林は44年度から10カ年計画で森林

資源充実特別事業が実施されようとしている。この1カ

年の事業規模は約150万In3の低質広葉樹のくりあげ伐

採，更新面積約1万5千haのくりあげ，林道130km

の新設などが主で，その本来の目的は停滞ぎみの拡大造

林を推進し，森林資源の内容を充実することが根底とな

っており，そのためには里山，奥地を問わず成長量の低

い広葉樹天然林の林相改良を積極的に行ない，ひいては

それが現在の木材需要の増大にもこたえることになるわ

けである。

萱た一方民有林においても，従来から実施してきた団

地造林をさらに拡充し,44年度から里山地帯を中心とし

た低位の広葉樹林を早期に伐採して，人工林化の促進を

図るべく里山再開発特別罫諜が計画されている。これは

10カ年で60万haを対象に2,900万nl8の広葉樹と合

わせて針葉樹の間伐材を5カ年で2,000万n]3の生産が

計画されている。このよケに国有林，民有林一体となっ

て薪炭原木の需要の減退，山村における労働力のひっ迫

などの諸情勢に対処して一路薪炭林低質広葉樹林の林相

改良，飛躍的拡大造林に踏象だすことはまことに画期的

ともいうべき,きわめて新しい林政の展開であると思う。

そして主た，この事業から生産を予想される木材は一部

のブナやその他の用材をのぞいて多くはパルプ原木やチ

ップ資材として供給されることと思う。それゆえ見方を

かえて考える時は，逐年異常ともいえるほどに増大して

きている輸入チップを制約あるいは減少の方向にみちび

く有効な手段ともなり，さらにこれらの資源を計画的か

つ安定的に供給することにより外貨の大きな節約とな

り，国の産業政策にも寄与する面がきわめて高いことと

考えられる。

ひるがえって上述の生産材が市場に集荷されてくる

時，従来から年灸約2,000"m3が残存されるといわれ

る林地の残材（末木枝条）のゆくえは一体どうなるであ

ろうか。2,000万m3という数字は国有林の1年間の用

材の総収穫量とほぼ同じである。未利用盗源の活用が相

当以前から機会あるごとにやかましくllll･ばれ，林地残材

の積極的利用がいわれながらもその利用戯はきわめて少

なく，ことに国有林からの活用はここ数年減少にあるこ

とは注目すべきことであり，改めて新たな観点から林地

残材利用の促進方法について検討する必要があるのでは

なかろうか。

第1表林地残材発生量閥査

（36年度立木伐採避からの推定）

国有林民有林計

末木3,660千m39,357千m313,017千In3
枝条2,4054,8717,276
計6,06514,22820,293
(N12,932千m3,L7,361千m3)

2．林地残材の利用について

国有林の製品事業では全木全幹集材作業の導入が進ん

で年を相当量の末木枝条が同時に山土場まで撤出の上集

積されるが，資材買受梁者は労力，賃金，樹種その他い

ろいろの理由でコスト高をとなえてその処理が円滑に行

なわれていないようである。

まして立木処分跡地で全幹作業等を行なっていない所

では広い林分の至る所に散乱している末木枝条の象を集

積運搬して来てチップ資材として利用することは今後ま

すます困難な仕事になってくるのではある蚤いか。

今までに林地残材がどの程度チップ資材として利用さ

れてきたか第2表を見るとわかるように2,000万nl3の

わずか5％弱というきわめて微なたる数麓でしかも40,

41年度には39年度より減少し42年度にわずかに増加と

いう状況である。前述の両事業が軌道にのって推進され

ると従来よりさらに減少し，しまいには林地残材の集約

利用などはほとんど省承られなくなってしまうの承では

なかろうか。

そうなると資源のロスはもちろんのこと跡地の造林に

も大きな支障を生じ，また地栫え経費などもかかりまし

になることは明らかである。

このへんで何か抜本的な対策をたてなければ自然消滅

のような気がするのである。

第2表年度別林地残材利用量調

（チップ資材となった鐙）

（千m3)国有林その他計

37年度428567995
38454472926

39435547981

40417424841

41401411812

42458470928
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（1）生産計画が判然としないことに加えて，正確な時

期的出材量の把握が困難なこと。

③樹種によっては剥皮をしなければならず剥皮経我
がかかる｡

（3）一定量の運搬が約束されないためトラックなどを

有効利用できず，出材が少なくてトラックー台分に承た

ない場合でも積象込桑などのため何人かの労力を要し割

高となる。

（4）最近はパルプ会社がNチップからLチップに転換

したため特にモミ，ツガ地帯の末木枝条の処理に苦労し

ており，童たNチップが喜こばれないのは輸入チップの

ベイマツがどんどん入ってきていることにもよると考え

られる。

（5）42年度NL別林地残材の利用鐘

国有林その他計

N197千m8125千m3322千nl3

L261345606

計458470928

⑥一例として九州国有林におけるモミ，ツガのチッ

プ資材としての利用状況を見ると

(A)製品事業から利用されたモミ，ツガ

40年972m3資材単価rn8当たり7円

販売地点から工場までの諸掛かり運賃3,400円，41年

1,551m8,資材単価60円,運賃諸掛かり2,000～3,450

円,42年1,097m8単価274円,諸掛かり706～3,400R,

43年1,270m3単価103R,運賃諸掛かり421～3,400円。

(B)立木販売からのモミ，ツガ

40年78m3,41年304m3,42年147m3,43年87

m31単価1～241円，運賃諸掛かり588～3,500円。

以上のように資材単価は所在物件の距離その他で大差

があるが利用されている最がきわめて少ないことが注目

され．スト高の一因ともなっているようである。

（7）利用促進に考えられること。

（イ）林地残材の販売方法について検討する。

たとえば周辺の被害木を同時に販売するとか，集材経

費の一部負担とか，契約条件に弾力性をもたせるとか，

なんらかの措置を考える要があると思う。

（ロ）林地残材を集運材するための専用機械の開発を

考える。（例，軽架線の利用）

（ハ）全木作業で山土場へ運搬された末木枝条を現地

で移動チッパーによるチップ化とそのチップの集職方法

（現地で）の検討など。いづれにしても集運材劉のコス

ト高で輸入チップに対抗することが困難になってきてい

ることを認識すると同時に供給量の具体的計画をたてる

ことが必要であると考えられる。

3‘チップについて

（1）42年12月31日現在全国のチツプエ場は6,981工

場といわれ，それは41年比8.1％の増加を示している。

このうち製材工場との兼業は84.5％の5,896,専業は

15.5％の1,085の比になっている。また全工場のチッ

プ生産量は42年で1,123万m3で前年比の16.6%と

増加し，その内訳は

イ）工場残材541.8千ms(48.2%)

ロ）素材から489.3〃（43.5％）

ハ）林地残材92．8〃（8.3％）

となっておりパルプ原木の全需要量の57％を占め年盈

増加しているが，それは工場残材特に米材製材工場から

の残材利用がふえてきていることが注目される。

第3表製材工場残材からのチップ生産量

38年3,528千Xn8

393，355〃

404，307〃

414，794〃

425，418〃

43見込5,963〃

坐見込6,720〃

と増加の見込みであるが，上述のように米材入荷増に

よる工場残材からのNチップの増でNの林地残材の集荷

は活発でないが，もし米材（原木）の輸出制限による工

場原木が入荷減になった時Nの林地残材は利用されるで

あろうか，今後の問題点であると思う。

次に43年度のパルプ材の需要は約2,283万m8(前年

比6％増)といわれ，このうちチップの占める量は1,417

万nl3で全体の62%といわれるが，国内のNチップが

荷もたれになっていることが注目されている。

（2）輸入チップについて

1．第4表に見るように年灸異常な増加を示し43年

には約300万rn3と42年の2倍以上の輸入が見込まれ

ている。このような急増の原因は42年には17隻のチッ

プ専用船が就航し，43年にはさらに3隻が進水し20隻

で11港の荷上捲に輸送されてきているのである。

この専用飴はおおむね1万5千～2万5千t級で平均

1隻が1航海に1万5千～2万nl3運援してくるので，

1年に10航海すると43年には300万rn3が入ってくる

ことになる。

第4表輸入チップの入荷量
38年～9千m339年～12千nl3
40年～270千m841年～503千m3

42年～1,399千ma-(外貨87億円）
43年見込～3,000千m3

2．輸入チップの主体は北米産のダグラスフアであり

その質は均等で良質だといわれる。

一
一
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i－連年収隊関する研究-i
l i

｜
●

I瀬上安正
0 （熊本県林業研究指導所）0
A－－－，－一一,一・一・一→－．－．－.皇

1．はじめに（山林の収謹物について）

山林の収穫物とは何か。ただ皆伐して，収謹物を採取

するか，果樹園のように今年生産された果実のみを採取

するか，いずれを収穫物とするかによって，自ら林業の

考え方が変わると思う。

果樹では，果実とそれを生産する樹木とが判然する

が，林業では一年間に生産される果実に当たる部分と果

実を生産する基礎蓄積とが同一物であるので，皆伐方式

が安易に取られるのである。そこで，果実に該当する部

分と，果実を生産する樹木に当たる基礎蓄菰とに分離す

る方法を考えたのがこの研究である。

さて，林木の一年間の生産物は何かと考えてみると’

一番外側の年輪一枚である。それでは林分の生産物は一

番外側の年輪数の総和となり，これが林分の連年成長鐙

にほかならない。

毎年生産された年輪数に該当する年輪数を除去する

と，必然的に林分の年輪数は一定になる。除去された部

分ほ連年成長量以下となるので，その基礎蓄稜に食い込

まず永続的な施業を行なうことになる。以下それについ

て述べる。

山林の一筆ごとに法正に近い収穫を得ることができれ

ば，山林の齢級配置が不法正であっても，全体から法正

に近い収穫が得られる結果になるわけで’毎年安定した

収穫が得られるわけである。ここに年輪定数法なる施業

方法を提案するものである。

2．年輪数一定の法則

スギ林分収穫表の主林木本数(N)×林齢(T)=kと

すると,k"ha当たり年輪数であって，各地の収磁表

の地位別にほぼ一定となり，林齢の変化を受けない。21

3の例を示すと第1表のとおりである。

第1表地位別年輪数の(ha当)平均値

43年7月に北米チップ生産地を視察して来た人から直

接開いたのであるが，現地では原木の良質の部分をチッ

プ化して，残りの部分を製材品に採材しているという蓑

ことに信じられないような話をきいておどろいた次第で

ある。もちろん一工場の一時的現象かも知れないが国産

チップより良質であるとはしばしば開くところである。

3．輸入チップのパルプエ場までのXn3当たりの価格

は各会社の契約方法その他でなかなか正確な数字はつか

めないが43年にはおよそ6,900～7,600円見当である。

その内訳はおよそで承ると

朧工場叢ゞ;戦｡よ…。
国産チップに比しおよそ20％ぐらい高値のようであ

り，さらに輸入価絡そのものも前年比30％以上高く外

材の値上り率の高位を示していることが注目される。

輸入チップの増加は端的に言って拡大造林の推進，林

地残材利用を阻害しているともいうべく，またチップ工

場の操業にも不安を生じていることはいなめない，にも

かかわらず44年にはさらにふえて400万Xn3は入ると

いわれる。このようにどんどん増加するのは

イ）契約期間の長期による価格と数量の安定が約束さ

れている。

ロ）専用船の輸送による運憧の安定。

ハ）荷口がまとまりトラブルが少なく，しかも一度に

計画的に大量を入手できる。

等だがあげられる。さらに今後は南洋材のチップ化の開

発がはじまり，43年にはすでにマングローブ，ゴムの

木，ユーカリを東南アジアから輸入し，さらにまたソ連

材のチップの入荷も話が出ているように輸入チップの拡

大は予断をゆるさぬものがある。

4．むすぴ

以上林地残材とチップ資材について2,3の管見を述べ

てきたが，莫大な林地残材の有効利用は今後輸入チップ

と低質広葉樹林開発のはさ承うちにあって，その処理は
いよいよ困難をますことが考えられるので，思いきった

施策を識じなければこの未利用資源はそのままの形で林

地におき忘れられる運命にあると思う｡外貨節約という

面からも関係者の真剣な打開策を切望するものである。

第5表国内チップ価格

（43年11月15日現在,発駅ホーム渡）
マツ類スギ・ヒノキ広葉樹

旭川5,100円一円4,000円
盛岡5,8004，2805,800
飯田6,450
益田6,4004,9006,300

宮崎6,1804,7505,670
（木材市況月報）
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できるし，間伐木の選定も比較的容

易に機械的にできる。以下伐採量に

ついて考察する。

この図を平均木の樹幹とする。

〃＝林分の連年成長量

”＝林分の本数

オー林齢

〃↓＝オ年生年輪の材積

このことから，この年輪数の平均値を林齢で割って主

林木本数を計算すると，収穫表のNと大差がない。熊本

地方スギ林林分収穫表ではその誤差は，大部分1％以下

で両端で2.5％である。他の収穫表でも同じ傾向にある。

妖肥地方スギ林林分収穫表のように，極端な疎植の施

業でも，一旦欝閉した後では年輪数が一定になるのであ

る。これを「スギ林分年輪数一定の法則」と呼び，年輪

数を一定ならしむるような施業を行なうこと「年輪定数

法による施業」と称する。

3．年輪定数法による施業

ひるがえって年輪数を一定に保てば収穫表どおりの施

業が自然に整うことになるわけである。以下年輪定数法

による施業について考察を試象る。

一例として15年生のスギ林分について考える。樹冠

は欝閉しているものとし，寺崎式B種間伐をやって残り

の主林木が500本であったとする。その林分の年輪数は

15枚×500本＝7,500枚

である。この年輪数が，この林分個有の年輪数で，林齢

が変わっても7,500枚は不変である。そこで16年生に

なった時の間伐本数を計算する。

16枚×500＝8,000枚

8,000枚-7,500枚＝500枚

今年生産された500枚の年輪数を除去するためには

500枚÷16＝31

これが間伐本数である。

この林分が25年生（1本当たり年輪数25枚）になっ

た時の主林木本数は

7,500枚÷25枚=300本

これが25年生の適正な主林木本数である。

収穫表を利用する場合，中心線上になければ，比例で

補う必要があるが，年輪定数法によればただちに計算で

きるのであ､る。

収穫表ができていない品種とか，施業方法の異な為林

分でもこれにより適切な施業がやっていけるであろう。

林分個有の年輪数を見い出し，この年輪数を保つよう

に施業すれば，自然に収穫表の本数が保てることにな

り，残存木は最適の環境下にあることとなる。経営者の

側からは，所有山林が不法正な齢級配置のまま法正に近

い連年収穫が可能となるのである。

4．年輪定数法の施業では，伐採量は連年成長量より

小であることの証明

間伐量が多すぎる場合，再生産のための蓄積が破壊さ

れる。少なすぎても間伐の効果はなくなる。量的，機械

的間伐はなかなか容易でなく，質的間伐木の選定も容易

でない。しかし年輪定数法では，適量の間伐が，容易に

疵
吻
伽鼠

"_1=2-1年生年輪の材積

り4-2＝オー2年輪の材積

これらにより次の等式が成立する。

〃＝”×"‘...….……….……….…(1)

”'＝林分の間伐本数〃'＝林分の間伐材積

年輪定数法により

”'=÷…………………………②
抄'＝"'("‘＋"‘-,＋"‘-2.…..＋",).…･…(3)

(2)式より〃＝"'オ

これを(1)式に代入して

〃＝伽'‘ひc．.………..….……….…(4)

④式一(3)式

〃一"'＝秘'{"&×オー("&+"C_,+......",)}

、－－『柄
＝邦′{("‘－"↓)＋"8－"4-,)十・…＋("↓一り』)｝

〃一"'≧0つまり連年成長量が間伐量より大なる期間

を求めればよい。これは平均成長量最多の期間の2倍よ

りずっと長い期間と考えられる。すなわち,初項＝"‘一"＄

＝0で問題でないが，次のごとき対応群を考えて黙る。
最後の項

第二項（"‘－"0-,）（"‘－"j)
最後から一番目の項

第三項（"‘－〃&-2）（が‘一汐2）

一
一

寺

血

一

平均成長量最多の時期の2倍の時点で考えると，左側

の列の項はすべて負であるが，右側は正で，右側の方が

左側よりずっと大きいので,平均成長量最多の聯の2
倍までは，〃一"'＞0である。

5．年輪定数法による間伐木の選定

間伐木の選定は，毎年あるいは2年に1回とか短期間

の間伐を繰り返すことを目的としているので,選定に困

るが，間伐本数があらかじめわかっているので機械的に

下層間伐にするとか,B種間伐に準じて，ある程度機械

的に決めえるであろう。

林試寺崎康正氏らによれば,ha当たり総収穫量は,間

伐，無間伐や，間伐の方法のいかんにかかわらず収穫量

P
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一定であると述べている。さらに間伐の方法によって単

木の材積が異なり,B種間伐が他の上層間伐や全層間伐

より，直径級の大きいものが得られると述べているの

で，下層間伐か,B種間伐に準じて，間伐木の選定を行

なって大形材を得るようにしたらよかろう。
6．年輪定数法における伐期

4の証明で平均成長量最多の時期の2倍の林齢でも，

年輪定数法で施業すれば，連年成長量を越えないで間伐
が続けられる。熊本地方の収穫表は前表のとおり140年

である。年輪定数法で施業すれば，齢級配置の不法正な

林分からも常に法正に近い収穫を上げることができるの

で，経営目的で伐期は自分で好きなように決めるとよ

い。伐期は長いほど良質の材が得られるし，したがって

単価も高く，造林費は少なくてすむ。

年輪定数法で施業すれば林分はいつまでも老衰しな

い。すなわち収穫表どおりの施業を行なうこととなり，

残存林分は快適な欝閉を保ち，快適な成長を続けること

になる。立派に手入れされた林分の平均木の樹幹解析図

で，連年成長量と平均成長量とがなかなか交差しない図

ができた。これは平均木が老衰しないで主すます旺盛な

成長をしているからではなかろうか。個灸の林木が老衰
しないなら林分もまた老衰しないはずである。

7．林木の成長に一番大きく作用する因子

林木の化学的組成分として48％はCで,O&Nで

45％と示されているが，林木は空中のCとOを合成す

る炭酸同化作用で生産されるので，これによって考えれ

ば，葉量と力藥の物質生産の能率とか，葉の占める空間

の制御などが，物質生産には大切なことと思うが，林分

の材積成長と同時に単木材積の成長も望ましい林業で

は，林冠の占める空間の制御に意を注ぐべきであろう。

そこで年輪定数法における林冠について考えて見たい。

小国地方やぶくぐりスギ林で，’4年生の林分で樹高

14mの林で，樹冠長は12mあった。その隣接林分で35

年生のもので目測で樹冠長は山側谷側の平均で3.5mく

らいであった。その林分の林縁木は，一番下まで枝がつ

いてい＃。この林分臓35年生で初めて間伐をしている。
14年生で14mの樹冠長が間伐しないため3.5mまで短
くなったと考えられる。

また他のスギ林分の皆伐地の隣接林では，枝下高以下

では発芽点がなくなっているのを見かけるのである。

樹冠長をできるだけ長くすることが単木の成長を促す

ことになるのは当然である。飲肥スギの単木材積はやぶ

くぐりより大きいが，林分材積はやぶくぐりの方がはる

かに大きい。高林齢になればなるほどこの林分材積の差

は大きくなる。疎植より密植した方が林分材積は多いの

である。しかし密植になれば樹冠長は短くなり，単木材

積は相対的に小さくなる。樹冠長を適当に保ち，単木材

積と林分材職を兼ねてその成長を期待するのが林業技術

と思うのである。

通常考えられる5年に1回の間伐では次の点が不合理

である。

イ．静閉が急激に破れる。樹冠鎚が急激に減少する。

ロ．枝下高以下の発芽点が消失しているので，間伐後

容易に閉鎖しないので，空間のロスは大きい。少なくと

も2，3年は閉鎖しない。

ハ．国有林や大規模林業でも間伐繰り返し期間を4年

とか3年に短縮すべきではないか。

二．民間の中小規模林業でも，従来の備蓄的考え方で

なく，集約な林業を行なって，毎年収入を上げ，艇家経

営を豊かにすべきである。皆伐はいつでもできるので，

備蓄的要求にも当然応じられるのである。

8．年輪定数法における粗放と集約

林道網の確立が叫ばれ，またプルによる経営林道造成

が注目を浴びる現在，林業の集約化も進めるべきであろ

う。年輪定数法で考えると一筆ごとに連年収穫が鰻も集

約で，2年に1回の間伐はこれに次ぐ，3年に1回，4

年に1回，5年に1回，無間伐と次第に粗放の度を加え

るのである。しかし，無間伐や，5年に1回の間伐は前

述のとおり不合理な点も多いので，大規模林業であって

も4年に1回の間伐くらいまでで，それ以上の粗放を考

えない方がよいように思われる。中小規模林業では，そ

の経営規模に応じて，できるだけ集約な林業を実行すべ

きである。

年輪定数法では林齢さえわかれば，ただちに間伐率が

計算できるので次の表を作った。これを利用すれば面積

測遥も必要としないで，主林木本数さえわかれば間伐本

数が算出される｡つまり本数×間伐率＝間伐本数である。

今N本の主林木があり，これを年度末に間伐すれば，

N/tが伐採本数であり,1/tが間伐率である。年輪定数

法による施業では，このように毎年間伐するか，2年に

1回間伐するか，3年に1回間伐するかによって，率は

ただちに計算でき溺。間伐率の公式を次に示す。

1
毎年の間伐率

オ

2年に'回の〃÷+☆
3年に'回の〃＋+古十古

4年に'回の〃÷+☆+古十古
5年に'回の〃＋+☆+古十吉十古
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この公式は2次項以下は微量であるから切り捨ててこ

の簡単な数式になる。この数式で表を作成した。第1表

のとおりである。

オを15として，すなわち15年生より間伐を始めて，

毎年連続間伐するとか，15年生より間伐を始めて2年に

1回間伐するというような率である。この表は小数点以

下の数字であるから，（0,….）を補って使用されたい。

第2表年輪定数法による間伐率

間硫間~趣'1511611711811912中112212312412512612神9130

職
年に1回0610631059056
2年に1回i138113011221115

3年に1回|215120111891178

4年に1回|"lli;|!I!|"
5年に1回3893613371316

はじめに

昭和26年度から始まった，森林計画制度は，幾回か

の法改正によって，経済，社会の現況に沿う努力を重ね

てきた。森林計画の根幹というべき，森林現況簿，施業

図は，その精度を上げる努力が，平行的に行なわれてい

たこととは考えられる。しかし計画編成当時の，調査者

の個人差が，完全に解消.されたかどうかという点につい

て，ある程度の不安が残っているのではないかと想像さ

れる。

幸いなことに，最も精度が悪いのでないかと予想され

る地帯で，土地購入の話があり，面積材積の調査に従事

する機会が与えられたので，森林現況簿との対比を試筆

たところ，おもしろい結果がでたので，なんらかの参考

にでもなればと思って，発表することとした。

へ

‐

㎡

9．林業経営における応用

立木の1脹薄記載方法ではいろいろ異論がある。普通後

価計算で行なうが，これでは財産の正しい評価はできな

くて過少評価になる。年輪定数法では，「基礎蓄積」が

明らかに,なる。他の評価方法では基礎蓄積が明らかにさ
れないので，間伐不足か間伐過剰か明らかにされないの

である。間伐不足の場合は，当然伐採さるべきものとし

て計上できる。経理統制上からも年輪定数法は優れたも

のと思う。

年輪定数法を一つの施業技術と考えればスギだけでな

くヒノキやマツにも応用できる。

芦北地方のマツ林分収穫表では30年以降は年輪数は

一定になる。30年生霞では年輪数は減少する。これは比

較的に密植（5,000本植え）だから，自然淘汰ｶﾐ強く作

用するので，本数が急激に減少するからではないだろう

か。他のマツ林分収穫表は，天然生林だから本数はどん

どん減少するので，年輪数も急激に減少するのである。

しかし，年輪定数法で施業すれば，密なものについて

は，積極的な間伐になり，比較的にまばらな林分につい

ては自ら消極的な間伐になり，自然にうまくいくのでは

ないかと思う。

ヒノキの収穫表も年輪数は減少していく。これ嫉横枝

が張るので自然淘汰が強く作用するからであろう。ヒノ

キについては樹冠の幅の狭い品種を探すか，枝打ちを少

し加味して，年輪定数法で施業できるであろう。

10．むすぴ

田畑や，果樹園から毎年収穫をあげるように林業にお

いても，果実に相当する部分を毎年収穫して，経営を豊

かにすべきであろう。

p

調査の概要

県の開発公社が，大学の用地造成のため，津市近郊の

山林ならびに田畑約20haを購入することとなり，立木

材積の調査について’林務課に援助を求めてきた。筆者

がこの担当を命ぜられ’調査に当たることとなった。調

査の前に予備資料として，森林計画図簿の整理を行な

い，現地に持参し，土地台帳，同付図を参考に，1/1万

分航空測量地図に，土地所有者立ち会いの上で，境界線

の確定を行ない，樹齢15年生以上は毎木調査法により，

それ以下のものについては，標準地法により材積の測定

を行なった。対象団地は2カ町村の境にあり，森林調査

の時期は同一年度であるが，調査者は異なっていたもの

と思われる。同一林班に属していないので，字界，村界

などによって,ABCの3地区に分け，現況簿との比較

を行なった。

一

、
Ｉ
《

調査結果と森林現況簿の比較

イ．地区別面積，材積，森林所有者数

A,B,C,地区別の調査面積材積と，現況簿のそれ

は次のようである。

砂
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正しいものとして処理した。

ハ．所有者正誤区分による面積材職

一 一

｜面積｜材積｜所有者数
地区名

現況薄~羅1
7蓋’35人｜
（562）

23313

（183）

49824

1，51272
(1,243）

~~|調査|現況簿調査｜

瀧簔
h

A|9.0

B|3．5

簿
人
況
”

現 －

腰
面稜

AIBlCl計
％％％％

1
67957776

4496

19－711

10177

3－－2

hahaha ha

14.453.558.46119.04

讃
世
％
”
狸
？
‐
‐
鰯ｌ

Ｃ
％
沌
蛸
２
１
－
が
即

ｌＢ
％
”
１
一
一
一
が
池

13112
正しいもの

似ているもの

誤っているもの

現況簿にないもの

現地にないもの

18

57

Ｃ
計

6．465．92607

19．041＆201，445

備考材積（）は伐採分差引材積

誤差率 計
一

伐採差引
分材積面積｜材積｜

ﾄ

一楽
戸区
Ａ
Ｂ
Ｃ
計

地 所有者

77％

92

75

79

A,B,C,各地区ごとの正確さに，大きな違いがあ

り，全体的に染て約80％以下の正確さといえる。

二．誤差の幅

106％

75

92

96

158％

68

82

105

114％

53

82

86

一

蕊蕊‘:難謂蕊

鰯
A#",jl''

f;
B125"
～40

c4002
～28

備考現況簿材積は昭和42年度編成であるので，そ

れ以降の伐採分を差引きしたもので計算した。

面積，材積の調査は，対象地全般から承れば，5％以

内の誤差であり，現況簿は大局的に見た場合，比較的正

確な数値を示すことが予想される。しかし小団地ごとに

象た場合'A地区は比較的正確であるが,B地区の誤差

は大きい，所有者数はB地区を除けば，約20％以上の

誤差がある。

ロ．所有者名からゑた誤差

現況簿および施業図から，現地を照合して承ると，所

有者の誤差は，次のようである。

■

備考材積誤差は面積誤差によって生ずるものが大部

分である。

1団地0.5ha以上のものの誤差の状況ホ

’
地
区
名

地区名 ~

面積誤差％｜材穣誤差％

6％

8

8

7

31％

7

25

25

｜
秘
一
一
４

43％

85

58

55

35人

13

24

72

％加
一
９
３１

Ａ
Ｂ
Ｃ
計

％
％
％

５
２
１

２
６
１

１
１

％
％
％

４
６
０

４
７
０１

％
％
％

９
１
６

１
４
１

２
１

－％

47％

一％

％
％
％

４
２
２

３
７
７

517％

一％

88％

Ａ
Ｂ
Ｃ

３
３
３

３
３
３

なお「正しいもの」とは，現況簿の所有者名と，現地

が適合しているものであり，「似ているもの」とは，現

況簿の所有者名が,現地の所有者名と，一字違いのもの，

または明らかに聞き違い，書き違いと推定されるもの

で，所有者名が類推されるものあり，「誤っているもの」

とは，他人名義となっているもの，「現況簿にないもの」

とは，番地名も所有者名も現況簿になく，現地のあるも

の，「現地にないもの」とは,､現況簿にあるが，現地に

該当する所有者も，番地もないものである。買売による

移動，ならびに親子関係，分家関係による氏名の違いは

調査結果の考察

小面積のサンプルから，一般論を論ずる危険性の大き

いことは，言わずもがなのことであるが，従来筆者の持

っていた予想と大きく違わない結果がでてきたことは，

他にも同様な事例がありえることであるといえる。

本調査地を全般的にみた場合，面積，材積ともに5％

程度の誤差であることは，前にも述べたが，細部に入れ

",B地区の見込承が極端に悪く,A地区は過大に過

ぎ,C地区は過小になっており，調査者の個人差でない

かと疑がわれる。

＝

』
血
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森林現況簿を利用する側から見た場合，その信頼度をじて，大面積の森林に誤差が少なく，小面積のものに誤

計る第1番目の事項は，森林所有者の氏名であり，この差が集中しているということが予想される。

氏名の正誤は，現況簿全般の信頼度を左右するほど重視おわりに

されるが|,B地区の所有者名が正しいもの85%を除け従来その信頼性について，論ぜられたことのない現況

ff,A地区43%,C地区58%と約1/2ぐらいの適正さ簿について検討してみたが，実感として，はなはだ感心

しかないことは，調査の重要性さえ疑がわれることとなしない結果となった。全国森林資源の把握という目的の

る危険がある。また現況簿に森林所有者名の漏れているためには，現在の森林簿は精度が上ったといえる。

もの,B地区の7%は許されるとしても,A地区31%,Cしかし将来施業計画制度の支柱となるべき森林現況簿の

地区25％という結果は，恐るべきことと考えられる。内容は，再検討すべき問題を含んでいるといえよう。も

第2番目に望まれることは，面讃材積の（特に個人別ちろん最初に述べたように，現況簿の精度の最も悪い地

の）適正さであるが|,A地区440%～45%,B地区125帯と予想される地区の調査であり，最悪の地点を選定し

％～40%,C地区400%～28%と，そのバラツキの幅がた結果であるか知れない。しかし現実にあるということ

広く，なんらかの訂正が行なわれることが望まれる。は否定できない。施業図の精度について言及したいが，

本対象地の平均面積は0.25haであるがj0.5ha以表現法が承つからず省略した。しかし施業図の町村界

上の森林について，所有者名，面積，材職ともに，一部が，うまく重ならない部分があったことを報告して，本
を除けば，ほぼ信頼できるといえそうである。全般を通稲を終わりたい。

9
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現在，このサクラの原産説には二つあり，そのつ一

は，江戸の染井（東京巣鴨辺の一画）から出たという

説で，わが国で，園芸家たちの間で，人工交配してで

きたものであると言われているものがありますが，当

時の園芸家たちは常に秘密を守る習慣があったため，

どうしてでき上ったものか全然不明とされておりま

す。ただ，現在，葉と葉の形態から判断して，ヤマザ

クラ系と，エドヒガソザクラの両方の性質を持ってい

るので，この二種の雑種ではないかという見方が強い

ようです。今一つは明治11年ごろに，宣教師であり，

また，植物採集家であるタケー(Toguet)という牧師

が本種らしいものを，朝鮮の済州島で，一本だけ発見

し，その標本をドイツに送り同国のケーネ氏が，それ

を判定し，ここでこのサクラの原産地は朝鮮済州島で

あるとされたのです。今後は，どちらに軍配が上がる

ことでしょう。

■

〔街路樹シリーズその21〕

ソメイヨシノザクラ
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その20に引き続き，ソメイヨシノザクラについて

お知らせします。皆様が，よく，このソメイヨシノザ

クラを，川端などに植え付けられている所を見かける

ことでしょう。それは，このソメイヨシノザクラが，

水辺を望む樹木という訳ではなく，その昔，ある大名

が，毎年のように訪れる大雨などで，川が氾濫し，田

畑に，大きな被害を与える有様を見て，なんとか，強

い川端を築かなければならないと，いろいろ考え，あ
る時は，たくさんの杭を打ち込んだり，ある時は，草

や樹木をも植え付けたりしたのでしたが，幾年もたた

ないうちに，また，同じような被害をこうむるので，

その後，ふたたび，思案を重ね，日本人は，大変サク

ラが好きな人種であるところから，このサクラを「た

て」に，いろいろな行事を行なう習性を思いつき，き

れいなサクラを川端に植えることにより，人が集まり，

一

自然のうちに踏承堅められ強い堤防が作られるのでは

ないかと，美しく成長の早い，このソメイヨシノザク

ラが川端に植え付けられるようになったと言われて鯖

り主す。

さて，このソメイヨシノザクラの原産について，皆

様にも考えていただき，何とか，日本の国花であるこ

の樹木を，日本の原産樹であってほしいと願いたいも

のです。

の

中野区・江古田
文，写真・落合和夫（東京都・道路工事部）
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海外林業紹介

アメリカ経済と木材状況（下）

前号ではアメリカ経済における木材需給の一般的動向

について述べたが，今回はその各論ともいうべき各種用

途材の生産・輸出入・消饗および価格について最近の状

況を述べることにする。

1．製材(その原木は総木材需要量の48％を占める）

’68年の生産は365億b､f.で,'67年より5.5%,'58

～'67年の平均を4.9％，それぞれ上回っている（第1

表)。

第1表製材生産の動向（単位：億b.f.)

(N)針葉樹
(L)広葉樹

'68年

298

67

’68年の増・
’58～'67減（△）率

'67年年平均'鞭に|撫蛎
2742808.8％6.4％
7268△6.9〃△1.5〃

|365134611481""|4.9"計

次にその価格であるが，’67年中ごろから'68年冬に

かけてN製材の大部分（樹種・形質別にみて）は急激な

上昇を示した。たとえば，’68年11月における総ベイマ

ツ製材の卸売価格指数（'57～'59＝100）は140.2で，

'66年4月に達した高値114.1を上回ること23％，また

'67年7月に対し28％高（ベイマツ規格材のごときは

42％高）であった。これは住宅建築・家具容器の需要

が増大し，輸出も増えたのに対し，原木の供給や製材工

場の操業能力がそれについて行けなかったことを意味す

る。またL製材はレッド・オークの床板とNo.1並製材

の著しい価格上昇が反映して，総卸売指数は'68年1

月～11月の間に112から125.2にと12％の騰貴を示し

た。しかし，’66年に達した頂点127.7にはなお及ばな

かった。

製材の輸出入はNが主〔注〕であるが，その輸出は

'68年に11"b.f.で'67年より10%増，また輸入は

55kb.f.で15%上回る。結局,44億b.f.の入超とな

り，その堂はN製材総消費量の13％に当たる。

〔注〕’68年のL製材は輸出1"b.f.,輸入3Ikb.f.

（'67年とぼぼ同量）で過去10年間の年平均水準に

近い。

そこで,N製材消饗量は343億b.f.となり,'67年よ

り10％増，’58～'67年平均の316億より8.5％高と見

積られる。またL製材消髪量は69億b.f('58～'67年

平均とほぼ同通）で'67年を7％下回る。
B

2・パルプ材（総木材需要量の27％を占める）

’68年の工場入荷量は57．3百万コード（1コード＝

3.6層積m3)で,'67年（前年とほぼ同量）を4%上回

る･が，過去10年間の年増加率平均5.6％より低い（'58

年に対しては72％増）（第2表)。

パルプ材の価格は'60年代の初期から続騰しており，

'68年も引き続いて微鵬を示している。たとえば,ルイジ

アナ州での'62～'68年におけるサウザーソ・パインの貨

車渡価格は14.5ドル/コードから16.75ドル/コードと

16％_上昇，またウィスコンシン州ではアスペンの工場渡

価格は，同じI"MIに12.75ドル/コードから16ドル/コ

ードに25％上昇した。他方主要樹種の立木価格も’60

年代初期から大体において上向きを示している（例，ル

イジアナ州でのサウザーン・パインは'60年代初期の

4.25ドル/コードから'68年中ごろ4.6ドル/コードに，

またL樹は同時点で1.55ドル/コードから1.75ドル/コ

ードにそれぞれ上昇した)。

結局，パルプ材消費量58．5百万コード（輸入超過量

を加えて）で，’67年を6％上回り，’57年の1.7倍とな

った。

3．ベニヤ用材・合板（総木材需要量の10％を占める）

（1）ベニヤ用材：ベニヤ用丸太のうちN丸太は61億

第2表パルプ材（国内産）入荷の動向 (単位1,000コード）

区分

N丸太

L丸太

パルプ用チップ

計

'68年

29,500

11,500

16,300

57,300

'67年に’58年に
対し対し

4％増31％増

2〃100〃

6〃217〃

'4〃’72〃

鬮内産総量の増加年率の動向｜摘要
'58～'59～'60～'61～'62～'63このほかに輸入超過量1,200

10.5%8.9%0.6%6.2%4.5%張『難競驚鮮鯖
～'64～'65～'66～'67～'68急ﾚプをﾙブ材に換算した
10.7％5.1％6.7％-0.7％4.0％
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b.f|・で'67年生産を上回ること10%,'58年の2.1倍で
ある。ベイマツがN丸太総量の4/5を占めているが，そ

の他のN樹も大いに利用される傾向にある。L丸太は

8億8,500万b､f.で'67年を2%上回るが，過去10年

間の平均量に近い。価格はここ数年間継続して騰勢を示

し，ベイマツを例にとると'63年から'67年に25％も上

昇している。またL樹の特殊なものは非常な高値を示し

た。たとえば，南インディアナ州のウオールナットの極

上・径24～28インチものは'63年の770ドル/千b.f・か

ら'68年1,367ドル/千b.f､と77.5%高また，イリノ

イ州におけるホワイト・オークは同じ時期に80ドル/千

b,f.から208ドル/千b､f.と2．6倍にはね上っている。

（2）合板：その生産は163億f2(平方フィート)(厚

さ3/8インチ基準）で'67年の10%増,'58年の2.1倍

の量である。また価格も第3表の指数が示すように急激

な上昇を示した。L合板の輸入は'68年に39"f2で'67

年の52％増，’58年の4倍をこしている（輸入はLが圧

倒的に多く，輸出はNがまさっている)。L合板製造の

ためのベニヤ輸入は22億f2で,'67年の24%高''58年

の3倍を上回っている。かくして，’68年のL合板消饗

量は63"fgとなり'67年を30%上回り，過去10年間

の年平均伸び率7.7％よりはるかにこしている。

第3表合板の生産量と価格

量（億f2)卸売価格指数
（'57～'59＝100）

解''58年;8W医噸雁濡鼠

棗|鷺|‘篭:|鰯臓蕊
1

牛産量

'68年''6
樹種’

|暫蹴|r繍
46%高'罵爾
鵠鯉鶴り
い変化がない。

一

一
計

一
Ｎ
Ｌ

139

24

５
４
６
１

122.4

98．4

'1631149171
（
一

（筆者注：なおパーティクルポード，ハードポード，

インシュレーションボードについては総木材需給に占め

る％も小さいし，また紙数のつごうもあり省略した)。
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ご憾羨
４
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Ⅱ
午

役
所
で
主
催
す
る
会
議
は
、
大
き
い
も
の
は
全
国
会
議
か
ら
、
小
さ
い
も
の
は
ち
ょ
っ
と
し
た

テ
ー
ブ
ル
会
議
ま
で
種
を
様
盈
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
ブ
ロ
ッ
ク
会
議
な
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

役
所
の
組
織
、
出
先
磯
関
の
管
轄
区
域
な
ど
に
よ
り
そ
の
組
承
合
わ
せ
は
左
こ
と
に
ま
ち
ま
ち
で

あ
る
。
こ
と
例
を
農
林
省
に
つ
い
て
承
る
と
、
農
業
関
係
は
地
方
農
政
局
単
位
に
、
林
業
に
つ
い

て
承
る
と
、
国
有
林
関
係
は
営
林
局
単
位
に
、
民
有
林
関
係
は
都
道
府
県
を
集
合
し
て
ブ
ロ
ッ
ク

編
成
す
る
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
地
域
も
、
広
さ
も
異
な
っ
て
い
る
。
関
東
ブ
ロ
ッ
ク
に
例
を
と
っ
て
承

る
と
、
一
般
常
識
的
に
は
一
都
六
県
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
が
、
こ
の
組
み
合
わ
せ
は
国
有
林
の
場

合
は
、
東
京
、
前
橋
両
営
林
局
に
ま
た
が
り
、
民
有
林
の
場
合
は
、
一
都
六
県
編
成
に
さ
ら
に
甲

信
越
ま
た
は
甲
信
静
を
加
え
る
例
が
多
い
。
林
野
庁
内
部
に
お
い
て
す
ら
統
一
さ
れ
て
い
な
い
よ

う
だ
。
こ
の
ブ
ロ
ッ
ク
区
分
の
判
然
と
し
て
い
な
い
地
域
は
関
東
、
中
部
、
近
畿
に
多
い
よ
う

だ
。
特
に
最
近
で
は
林
業
に
つ
い
て
い
え
ば
、
北
陸
、
山
陰
を
同
一
ブ
ロ
ッ
ク
に
組
み
合
わ
せ
る

考
え
が
あ
る
よ
う
だ
。

こ
れ
は
林
業
の
場
合
は
、
こ
の
組
承
合
わ
せ
を
左
右
す
る
因
子
が
多
く
、
画
一
的
に
決
め
か
ね

る
要
素
が
多
す
ぎ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
自
然
的
条
件
、
気
候
的
条
件
、
経
済
的
条
件
な
ど

に
よ
り
強
く
地
域
差
を
重
視
し
て
地
域
編
成
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
で
あ
る
。
単
に
気
候

型
、
過
疎
問
題
を
と
り
あ
げ
る
と
北
陸
、
山
陰
が
同
一
ブ
ロ
ッ
ク
に
組
承
入
れ
ら
れ
る
理
由
づ
け

は
十
分
う
な
づ
け
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
技
術
的
な
問
題
を
追
及
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
地
域
区
分

を
慎
重
に
検
討
し
な
け
れ
ば
ブ
戸
ツ
ク
会
議
の
成
果
が
期
待
で
き
な
い
事
例
が
多
い
。
し
か
し
都

道
府
県
の
ブ
ロ
ッ
ク
編
成
は
、
判
然
と
は
し
て
い
な
い
が
、
そ
れ
と
な
く
ル
ー
ル
が
で
き
上
っ
て

い
る
。
広
域
行
政
と
か
広
域
経
済
圏
と
か
が
叫
ば
れ
て
か
ら
大
分
た
つ
が
、
都
道
府
県
合
併
の
具

体
的
な
動
き
も
あ
る
よ
う
だ
。
こ
の
主
旨
に
し
た
が
っ
て
将
来
は
ブ
ロ
ッ
ク
編
成
も
広
域
化
す
る

傾
向
が
生
ず
る
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ブ
ロ
ッ
ク
内
に
お
け
る
細
か
い
性
格
づ
け
が
行

な
わ
れ
、
さ
ら
に
き
め
の
細
か
い
小
ブ
ロ
ッ
ク
が
編
成
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
い
た
づ
ら
に
従
来

の
ブ
ロ
ッ
ク
区
分
に
と
ら
わ
れ
、
あ
れ
こ
れ
い
じ
く
り
回
す
よ
り
新
し
い
感
覚
で
ブ
ロ
ッ
ク
の
編

成
が
う
ぶ
出
さ
れ
、
従
来
か
ら
実
施
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
一
方
通
行
的
な
ブ
ロ
ッ
ク
会
議
で
な

く
、
お
互
い
が
納
得
づ
く
で
出
席
で
き
る
よ
う
な
よ
り
効
果
的
な
ブ
ロ
ッ
ク
会
議
が
も
た
れ
る
よ

う
く
ふ
う
努
力
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
（
Ｍ
・
Ｙ
生
）

林
業
人
と
会
議
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P

身
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カヤノ平北湿原の植物

長野営林局43年1月B5版30p.

飯山営林署管内，下高井郡山の内町木島山国有林のブ

ナ天然林に囲まれた標高1,500mの平担地形になってい

る7haの湿原（カヤノ平北湿原）には，チシマウスバ

スミレ’オオバタチツポスミレほか多くの湿原植物があ

り学術上きわめて重要なところである。長野営林局で

ほ，横山斉，横内文人，飯沼冬彦の3氏に依頼して，そ

れぞれ専門の立場から湿原植物を調査した。本書はその

結果をとりまとめたものであり貴重な資料といえよう。

内容を目次から承ると，

第一編カヤノ平北湿原について

1．チシマウスバスミレ

2．オオバタチツポスミレ

3．カヤノ平北湿原

4．チシマウスバスミレ，オオバタチツポスミレ両

種の植物理学上の問題

5．カヤノ平産植物目録

第二編カヤノ平北湿原の植物群落

1．相観によって認められた植物群落

2.湿原植物の遷移

3．まとめ

第三編カヤノ平北湿原鮮苔類植生について

1；高等植物の分布概要

2．鮮苔類植生

（1）湿地内について

（2）湿地周囲のブナ林床について

3．藤苔類目録

スギの根曲がりに関する調査

林野庁44年7月A5版57p.

この調査は，スギの「根曲がり」の実態や原因を究明

して，「根曲がり」現象を起こすことの少ない系統（品

種）あるいは個体を選抜するための資料を得る目的で，

昭和43年度に林野庁が「森林経営研究所」に委託して行

なったものである。内容は，

1．造林事業と根曲がり

2．根曲がりの調査方法

3．支持根の測定方法

4．造林地における根曲がり

5．スギの根

6．スギの品種と根の形態

7．スギ根曲がりの原因

8・耐根曲がり性スギの選抜

（配付先，各都道府県林務部課,各営林局,林木育種場）

●

林業試験場研究報告No.217～220号
農林省林業試験場A5

No.217j1968.10月,154頁,No.218,1968.11月

325頁,No.219,1969.1月,136頁|,No.220,19696

3月，243頁

それぞれ報告書の研究課題をあげると，

No.217

（'）マツ林における無せきつい動物の群集構造l."

査の方法と採集した動物

（2）ヤマトシ戸アリ属の分類学的研究（英文）

（3）トドマツ幼齢林の養分吸収と施肥効果

仏）カラマツのクラフトパルプに関する研究

No.218

（'）カリマンタン産バンキライおよびホワイト，メラ

ンチ材の性質

（2）カリマンタン産13樹種の性質

No|．219

（1）集成材の現場接合

（2）アカマツ造林木の用材品質

（3）木材の曲げ強度的性質に及ぼす加熱処理の影縛

（4）ジェルトン材の欠点について

（5）ドラム・パーカーの機能に関する模型的実験（2）

－連続式円筒の実験

（6）ブナのアンモニウムおよびナトリウムベース硫酸

塩混合蒸解

（7）国有林苗畑における植物寄生線虫の分布一一東日

本の苗畑について

（8）広島県蛯ケ原国有林におけるクロマツ幼齢林施肥

試験

No.220

（1）九州産カヤネズミの営巣習性

②カラフトスズメの生態に関する研究

③日光のホンシュウジカの生態と猟区に関する研究

（4）苗畑における各種殺線虫剤施用効果の一例

（5）関東山地の森林施莱行動

（6）東北，中部中国および四国地方産材の収縮性試

験

（7）含脂率を異にするフェノールレジンシート，オー

バーレイ合板の6年間の屋外ばくろ試験

（配付先都道府県林試，各営林局）
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第17回林業写真コンクール作品募集
主催全国林業改良普及協会・日本林業技術協会

後援農林省・林野庁（申請中）
：1．目的

写真を通じて林業の普及，発展ならびに山林の振興に寄与するもの。
12．ねらい

i森林を観察する｡そこには動植物の営承を主体とする自然相の動的な世界が展開される｡また森林育成,木材

i,等総等辮撫撫職撚燃職総鰯鍵槻F”
’○森林を主体とした自然相(森林の生態景観･動植物･森林被害など)○森林育成･木材生産･木材利用など
；○山村の生活・風俗など
14.区分

il第1部一枚写真，黒白写真，四ツ切
II第2部組写真，黒白写真，キャビネ～全紙,1組10枚以内

II第3部(A)幻燈スライド黒白またはカラー35ミリ版,1組15～50コマ程度にまとめたもの。必ず
説明台本を添付すること。テープ付も可。

｜第3部(B)ポジカラーフィルム1枚写真，サイズ6×6版以上
’5．応募規定
｜応募資格応募作品は自作に限る。応募者は職業写真家でないこと。応募作品は未発表のもの。
応募点数制限しない。
記載事項(1)部門別⑨題名(3)撮影者（住所，氏名，年齢，職業）

(4)内容説明（第2部は撮影意図も書くこと）
(5)撮影場所(6)撮影年月日(7)撮影データーなど。

締切昭和45年2月末日（当日消印のものを含む）
送付先東京都港区赤坂1－9－13（郵便番号107）全国林業改良普及協会第17回林業写真コンクール係
作品の帰属○第1部，第2部，第3部，入賞者の版権は主催者に属する。

○第1部，第2部の入賞作品は発表と同時にネガの提出を求める。
○第1部，第2部の応募作品は返却しない。
○第3部(A)の作品は審査後返却する。

(B)の選外作品は返信料同封のものに限り返却する。

6．審査員（順不同，敬称略）
：写真家島田謹介，農林コンサルタントセンター社長八原昌元，林野庁林政課長沢辺守，林野庁研究普
！及課長奈良英二，日本写真家協会会員八木下弘，日本林業技術協会専務理事小田精，全国林業改良
I普及協会専務理事原忠平
17.入選者の決定と発表

I審査は昭和45年3月中旬に行なう。発表は全国林業改良普及協会発行の「林業新知識」または「現代林業｣，
日本林業技術協会発行の「林業技術」誌上。作品の公開は随時同誌上で行ない適当な機会に展覧会を開く。
8 ．賞9．賞金

特選農林大臣賞第1部特選1名20,000円

第3WI(A)第3"(B)}雪野'点】膳3名ユ0,000円
第1部第2部

2席5名3,000円
1席林野庁長官賞3席10名2,000円
第1部3点第2部1点佳作20名記念品
第3部(A)1点第3部(B)1点第2部特選1名30,000円

’2席主催者賞1席1名15,000円
第1部5点（日本林業技術協会賞）2席1名5,000円
第2部1点（全国林業改良普及協会笈）3席3名3,000円
第3部(A)1点（〃）第3部(A)特選1名50,000FJ
第3部(B)1点(")1席1名20,000円
3席主催者賞2席1名10,000円
第1部10点（日本林業技術協会賞）3席2名5,000円
第2部3点（全国林業改良普及協会賞）第3部(B)特選1名30,000円
第3部(A)2点(",)1席1名15,000円
第3部(B)3点(")2席1名5,0"R

；佳作第1部20点3席3名3,000円
第3部10点佳作10名記念品

：（注)・各部門とも入選者には副賞を贈呈する。同一者が同一部門で2点以上入選した場合，席位はつけるが，
賞金；・賞品は高位の1点のみに贈呈する。
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1

の各委員と本会から小11月2日
協会のうごき

田，成松,中曽根,石橋，9：10～9:30合同役員会

寺崎9；30～11：00合同大総会
し林業技術編集委員会ぐ

11：00～12：00特別講演
9月11日（木）本会会議室におい．,､~､~､~､~､~背､~-－

13：00～17：00研究発表会て 開催支部だより
一一 18；00～19：00懇親会

出席者：雨宮，山内，中野の各委
支部連合会開催のお知らせ11月2日

員と本会から小田，小
。九州支部連合会9：00～12：00研究発表会

幡，八木沢，石橋，高橋
昭和44年10月25日，宮崎市に13：00～15：00特別講演

し森林航測編集委員会qて開催◎信州支部連合会

9月5日（金）本会会議室におい◎関西，四国支部連合会10月25～26日林学会中部支部大

て開催昭和44年11月2日～3日林学会会と共催で長野市で開催

出席者：依田，正木，北川，持田と共催で行なわれます。

し山火予知ポスター図案ならびに山火事はまさかと思う油断から

標語募集の結果についてq群馬県草津町655－1中川唯一

本誌で募集いたしました標記に関しましては多大のご不注意で焼くなこの山この資源
協力をいただきましてありがとうございました。 岐阜県益田郡金山町中宮中島義彦

おかげさまでポスター（120点)，標語（1,800点)，＜山火ポスター入賞者＞

とも多くの作品があつまり，その中から下記の通り採用1等長野市北市828千村速男
作品が決定いたしましたので，お知らせ致します。2等静岡県浜松市名塚町118三輪満美子

く山火ポスター標語入賞作品＞3等長野県佐久市岩村田営林署高見沢与六

標語一等大切な山だ資源だ火を出すな同茨城県真壁町東山田塚田博

群馬県安中市谷津金田哲太佳作札幌市北2条西1丁目札幌営林局斎藤博

二等火の用心山の男の合言葉〃郡山市開成3丁目25－2

唇驚広島県双三郡三和町羽出庭岩井作太郎 郡山女子大学付属高等学校

和歌山県田辺市新屋敷町61小川璃美子
〃山形県鶴岡市馬場町9－16

三等山火事をなくして豊かな国づくり 鶴岡営林署阿部千佐子
福岡県大牟田市小川町塩次新吾

〃八女市大正町419八津学園山本叢ゆゑ
同伸びる木に伸ばせ愛の手防火の手

〃長野市妻科346－8原清次
兵庫県加西市西笠原町芥啓介

〃東京都文京区本郷4－28－14小池モトオ
佳作山火事を防いで築こう緑の日本

〃福岡県八女市福島中学校森山智子
神奈川県伊勢原中学校飯塚仁

〃神奈川県中部伊勢原町
山火事を防ぐ心が山守る 伊勢原町立比灸多小学校斎藤明美
和歌山県伊都郡九度山町

〃北海道留萌市元町
大字入郷高野営林署松井啓子

留萌市立港北小学校高桑利文
11『牌壺R肯ルルキ一A一A〃、』r,釣:凋一

一一

毎
Ｊ
Ｏ
⑬

＆

一

山火事防止は一人一人の心がけ

大阪市東区法円坂町大阪局藤原正

山焼くな緑の資源が国守る

奈良県天理市前栽町

緑ケ丘189－6野崎孝

ヤッホーに添えて呼ぼうよ火の注意

広島県双三郡三和町羽出庭辰川弘

燃やすまい明日に残そうこの資源

大阪府大東市中楠ノ星町

17－7福田正

之昭和44年10月10日発行

林業技術第331号

編集発行人蓑輪満夫
平

印刷所合同印刷株式会社
山
ｉ
ｆ

温発行所社団法人日本林業技術協会
東京都千代田区六番町7（郵便番号102）

祗話（261）5281（代)～5

俊
（振替東京60“8番）
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林業技術者｡樹木研究家におくる図説による林木百科

★本図説の6大特色

★日本国内にある有用樹木約360種をすべて網羅紹介した、わが国唯一の図説による林木百科

★樹木分類は伊藤洋博士の「新高等植物分類表」により分類しまとめた。

★おもな樹木の水平分布図・垂直分布図を日本ではじめてまとめた貴重な文献にもなっている

★各樹木の形態・分布・性質・材質・用途・種類・類似種など詳しく解説

★収録樹木は全種類の写真を豊富に掲載。口絵カラーは16頁収録した

★装頓は美装・堅牢で箱入り、豪華本となっています

ノ

一

心
一
日
＆
勺
凸

凸

林業試験

農業試験

園芸試験

公共図書

館の必備

q一両
い

、

有用樹木図説をすいせんする

有用樹木に関する知識の要請にこたえる
坂口勝美（日本林学会会長･前農林省林業試験場･農学博士）

一生をかけた総決算の出版／
大井次三郎（国立科学博物館付属・自然教育図園長）

／
●

1
■
４
勺
４
つ 続 編造園樹木編

誠文堂新光社篭雷

来春刊行予定／乞ご期待

東京･神田
錦町1－5
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地球出版の図書
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日本林業肥料株式会社
東京都港区芝琴平町35番地4

TEL(501)9223,9226,

蕊 醗
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製 造三井東圧化学

ウラホルムを使った
超高度化成

⑬マルリンスーパー
ケ

誉携帯に便利な

蕊;,,名式林地ﾃｽﾀ 製造三井東圧化学

１
１

汐

(PH-溌換酸度燐酸吸収力

有効燐酸）

可 P
寺

1

ススキ防除の特効薬

フル刀リグ
人手のないとき大助かり・・・．・・・・・・・・・・・・・・

1回の処理で2年も効きます。

〈ん煙殺虫剤は．……⑬キルモス筒
氏シ・ダニ退治に…エカチンTD粒剤

､

１
．
１

アブラムシ

⑳
三共株式妾辻
農薬部奴京都中央区銀座]l〔3の2
支店営業所仙台･名古屋大阪･広凪･高怯

北海＝共株式会社

九州三共株式会社I
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振動を取り去りました｜‘
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した。手に伝わる振動を取り去り、

快適なお仕事ができます。
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